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に
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て
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小
　
玉
　
新
　
次
．
郎

序

欝

　
「
パ
ル
ミ
ラ
」
℃
9
ご
ゴ
蜜
吋
斜
℃
〔
昌
諺
《
巴
○
は
、
古
く
「
タ
ド
モ
ル
」
8
p
島
昌
○
巴

と
呼
ば
れ
て
、
ア
ッ
シ
リ
ア
碑
文
や
陥
約
聖
書
に
み
え
、
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ

の
歴
史
書
に
は
バ
ル
ミ
ラ
の
名
で
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
ダ
マ
ス
ク
ス
の

東
北
二
圏
○
キ
ロ
（
現
ア
ラ
ブ
連
合
共
和
困
シ
リ
ア
州
）
、
　
地
中
海
と
ユ
ー
フ

ラ
テ
ス
溶
と
に
は
さ
ま
れ
た
シ
リ
ア
砂
海
の
真
鶴
中
に
位
齢
し
、
中
国
あ
る
い

は
イ
ン
ド
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
を
結
ぶ
東
西
交
通
の
中
継
駅
と
し
て
繁
栄
し
た
最

も
典
型
的
な
隊
商
都
市
で
あ
る
。

　
普
通
に
隊
商
都
甫
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
砂
漠
を
走
っ
て
い
る
交
通
路
上

の
オ
ア
シ
ス
に
発
生
し
た
宿
駅
、
中
継
市
場
あ
る
い
は
軍
事
紅
斑
地
で
あ
っ
た

も
の
が
、
．
交
通
銚
の
増
加
に
伴
っ
て
拡
大
し
、
終
に
「
都
市
」
に
ま
で
発
展
し

た
も
の
で
あ
る
。
隊
商
都
衛
は
水
の
補
給
地
で
あ
る
こ
と
が
不
可
欠
の
要
件
で

あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
神
殿
、
隊
商
櫃
、
市
場
、
．
隊
商
警
備
軍
、
劇
場
、
歓
楽
街

な
ど
の
設
備
を
必
要
条
件
と
し
た
。
　
オ
ア
シ
ス
に
発
生
す
る
、
　
こ
の
よ
う
な

「
都
市
」
の
建
設
は
、
各
地
方
の
政
治
支
配
春
が
こ
れ
に
介
入
す
る
こ
と
も
あ

る
が
、
実
質
的
に
は
定
期
的
劇
場
も
し
く
は
交
易
の
直
接
の
担
い
手
で
あ
る
隊

商
人
た
ち
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
い
う
都
市
に
お
け
る
政

治
上
の
権
力
者
は
、
瞬
時
に
経
済
上
の
実
力
糖
で
あ
る
隊
潤
指
導
者
あ
る
い
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
エ
ラ
ル
セ
び

経
営
著
で
あ
り
、
ま
た
彼
等
は
司
祭
を
兼
ね
、
宗
教
上
の
階
層
に
お
け
る
最
高

権
威
旛
に
な
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
一
方
、
都
市
の
主
要
財
源
は
、
そ
の
地
を
通

過
す
る
隊
商
の
輸
送
物
資
に
課
せ
ら
れ
る
関
税
に
依
存
し
て
い
た
。
要
す
る
に

都
市
の
生
活
水
準
と
政
漁
的
行
動
は
、
常
に
都
市
主
要
構
成
員
で
あ
る
隊
商
人

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
一
た
び
交
通
路
が
変
更
し
、
物
資
の
交
流
が
杜
絶
す
る

と
、
砂
漠
の
中
で
空
中
楼
閣
の
よ
う
に
繁
栄
し
た
都
市
が
、
一
朝
に
し
て
死
の

町
と
化
す
の
で
あ
る
。



A。D．一三七年の「バルミラ関税法」について（小ヨ5）

　
オ
リ
エ
ン
ト
に
は
、
い
わ
ゆ
る
半
月
形
沃
野
を
包
ん
で
、
広
大
な
砂
漠
が
展

開
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
貫
い
て
テ
ィ
グ
リ
ス
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
、
オ
ロ
ン
テ

ス
、
ヨ
ル
ダ
ン
、
ナ
イ
ル
な
ど
の
水
系
が
流
出
し
、
そ
の
間
に
点
在
す
る
オ
ア

シ
ス
を
縫
っ
て
早
く
新
石
器
時
代
に
は
東
西
の
交
易
が
は
じ
ま
っ
て
い
た
。
そ

の
う
え
東
方
は
遠
く
申
国
か
ら
陸
路
中
央
ア
ジ
ア
を
通
る
「
絹
の
道
」
、
　
南
方

は
同
じ
く
中
墨
あ
る
い
は
イ
ン
ド
か
ら
ペ
ル
シ
ア
湾
を
経
、
テ
ィ
グ
リ
ス
、
ユ

ー
フ
ラ
テ
ス
両
河
の
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
「
絹
の
心
し
と
合
す
る
東
方
海
路
、

ま
た
紅
海
を
通
る
爾
方
海
路
が
あ
り
、
西
方
へ
は
地
中
海
岸
よ
つ
ロ
ー
マ
へ
の

㎜
遺
、
十
佃
方
に
は
一
鞭
一
概
、
コ
ー
カ
サ
ス
、
里
｛
海
月
旗
魚
を
一
戸
る
且
取
北
路
と
つ
か
噛
が
り
、

葉
西
交
通
ひ
い
て
は
世
界
交
通
の
中
心
を
な
し
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
れ
ら
の
幹

線
を
結
ぶ
多
数
の
支
脈
と
も
い
～
え
る
交
易
路
が
、
オ
リ
エ
ン
ト
各
地
の
到
る
と

こ
ろ
を
走
っ
て
相
互
に
連
絡
し
、
相
互
に
共
存
共
栄
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。
そ
の
路
上
に
は
、
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
隊
商
が
律
来
し
て
幾
多
の
都

市
が
出
現
し
、
久
し
い
闘
の
慣
習
が
自
然
発
生
酌
に
成
文
化
し
て
終
に
「
交
易

法
」
と
な
り
、
そ
れ
が
一
毅
に
広
く
漣
賊
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
砂
漠
に

お
け
る
唯
一
と
も
い
う
べ
き
輸
送
手
段
と
し
て
、
隊
商
の
交
易
物
資
を
運
搬
し

て
い
た
「
ラ
ク
ダ
」
は
、
正
し
く
「
砂
漠
の
船
」
で
あ
っ
た
。
そ
の
輸
送
難
は

現
代
か
ら
い
う
と
、
さ
し
て
大
ぎ
く
は
な
い
が
、
著
移
贔
の
ほ
か
に
生
活
必
需

口
㎎
を
盛
ん
に
取
扱
い
、
戦
争
、
作
不
作
、
疾
病
、
交
通
路
の
遮
断
等
に
も
と
ず

く
需
要
と
供
給
と
の
多
寡
に
よ
っ
て
、
東
西
諸
都
市
間
に
好
景
気
と
不
景
気
を

も
た
ら
し
、
各
地
で
そ
の
盛
衰
現
象
を
生
じ
た
の
で
あ
っ
た
。
歴
史
上
に
出
現

し
た
菓
西
の
諸
王
朝
も
諸
民
族
の
盛
衰
も
、
こ
の
よ
う
な
隊
商
に
よ
る
掻
気
変

動
の
波
と
決
し
て
無
関
係
で
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
変
動
は
極

め
て
緩
慢
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
比
較
酌
長
期
に
わ
た

る
場
合
が
多
く
、
古
代
世
界
の
す
べ
て
の
人
類
に
実
に
深
刻
な
影
響
を
及
ぼ
し

て
い
る
。
そ
の
中
で
も
シ
リ
ア
は
東
西
間
の
最
も
重
要
な
交
易
路
の
合
流
地
点

で
あ
り
、
こ
こ
で
は
隊
商
に
よ
っ
て
養
わ
れ
た
多
数
の
都
市
が
栄
え
て
い
た
。

古
く
は
ア
ケ
メ
ネ
ス
朝
ペ
ル
シ
ア
帝
國
時
代
の
末
期
か
ら
、
ロ
ー
↓
、
帝
政
隠
代

を
経
て
オ
リ
エ
ン
ト
中
糠
に
い
た
る
こ
ろ
ま
で
、
東
脳
を
つ
な
ぐ
経
済
と
文
化

閤
の
嵐
界
的
中
心
と
な
り
、
し
た
が
っ
て
隊
商
路
確
保
を
め
ざ
し
て
近
隣
諸
国

の
争
鞭
Ψ
の
的
と
な
っ
た
。
と
く
に
パ
ル
ミ
ラ
は
、
策
鱗
を
結
ぶ
最
短
の
距
離
…
に

あ
っ
て
、
女
塾
の
わ
く
オ
ア
シ
ス
に
位
す
る
中
継
都
市
と
し
て
最
も
繁
栄
し
、

隣
園
よ
り
最
も
狙
わ
れ
た
都
市
の
一
つ
で
あ
っ
た
。

　
次
に
、
紀
元
前
一
丁
紀
末
よ
り
紀
元
三
糠
紀
に
わ
た
る
パ
ル
ミ
ラ
の
歴
史
に

つ
い
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
一
体
、
東
西
闘
の
交
通
は
、
先
述
の
ご
と
く
ア
ケ

メ
ネ
朝
ペ
ル
シ
ア
の
発
展
、
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
大
王
の
東
征
、
マ
ウ
リ
ア
王
朝

の
樹
立
、
秦
漢
帝
園
の
統
一
な
ど
に
よ
っ
て
促
進
さ
れ
、
擁
め
て
瀬
瀬
と
な
っ

て
き
た
。
こ
と
に
紀
元
南
明
〇
年
、
ロ
ー
吋
、
艶
帝
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
〉
煽
α
q
器
2
。
。

（ω

n
］
［
W
．
○
．
～
〉
．
回
）
．
同
蒔
鼻
）
の
努
力
に
よ
っ
て
ロ
…
マ
と
パ
ル
テ
イ
ア
と
の
閥

に
、
は
じ
め
て
平
和
条
約
が
結
ば
れ
る
と
、
「
ロ
ー
マ
の
平
和
」
℃
p
図
ガ
◎
諺
p
鴬
ρ
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が
翻
り
、
策
態
交
易
路
の
安
全
性
が
確
課
さ
れ
、
そ
の
5
え
ロ
ー
マ
憲
…
民
の
聞

に
は
中
国
・
イ
ン
ド
な
ど
東
洋
の
物
資
、
乏
く
に
薯
全
品
に
た
い
す
る
需
要
が

増
大
し
て
、
策
西
交
易
は
暴
常
な
活
気
を
帯
び
て
き
た
。
そ
し
て
パ
ル
ミ
ラ
は

ま
す
寮
す
隊
商
都
市
と
し
て
、
交
易
品
の
中
間
搾
取
に
よ
っ
て
、
急
速
な
発
展

を
遂
げ
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
そ
の
後
、
西
紀
一
世
紀
の
前
半
、
ネ
ロ
皇
帯
瓢
賃
。
Ω
磐
α
ぼ
ω
6
霧
。
。
鍵
（
｝
㌧

⇔
■
㎝
心
～
⑦
。
。
●
）
ま
で
、
　
ロ
ー
マ
と
パ
ル
テ
イ
ア
と
の
間
に
、
ア
ル
メ
ニ
ア
の
帰

属
問
題
を
め
ぐ
っ
て
紛
争
が
絶
え
ず
、
パ
ル
ミ
ラ
を
通
る
交
易
路
も
一
時
的
に

寂
れ
た
が
、
一
世
紀
後
半
に
は
両
国
闘
に
平
和
状
態
が
回
復
し
た
。
一
方
、
中

国
に
お
い
て
も
王
国
の
反
乱
以
憂
、
西
方
と
の
交
渉
は
一
時
中
絶
し
て
い
た
が
、

後
漢
の
明
帝
（
西
紀
五
七
一
七
五
年
）
の
時
に
は
再
び
燭
域
経
略
を
は
じ
め
、

ま
ず
班
超
は
ク
シ
ヤ
ー
ン
朝
の
軍
を
撃
っ
て
、
和
帝
の
永
和
三
年
（
九
一
年
）

に
ほ
ぼ
頃
的
を
達
し
、
亀
戴
に
鎮
し
て
西
域
玉
壷
と
な
り
、
漢
威
を
パ
ミ
…
ル

高
原
の
東
西
に
輝
か
せ
た
。
そ
の
部
将
猛
鳥
が
ロ
ー
マ
に
織
し
よ
う
と
し
て
地

中
海
に
臨
ん
だ
こ
と
は
名
高
い
話
で
あ
る
。

　
か
く
て
、
一
世
紀
後
半
か
ら
二
世
紀
前
半
に
か
け
て
、
漢
と
イ
ン
ド
、
パ
ル

テ
イ
ア
さ
ら
に
ロ
ー
マ
と
の
交
通
は
頗
る
繁
栄
し
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
こ
で
見
逃
し
て
な
ら
ぬ
の
は
、
こ
の
時
期
に
お
け
る
東
西
交
易
で

は
、
紅
海
経
由
の
海
路
の
方
が
、
陸
路
よ
り
も
む
し
ろ
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
で

あ
る
。
シ
リ
ア
の
混
乱
、
パ
ル
テ
イ
ァ
の
興
起
、
ス
キ
タ
イ
そ
の
他
遊
牧
災
族

の
妨
欝
な
ど
の
た
め
に
、
た
だ
さ
え
長
距
離
に
し
て
危
険
な
陵
路
の
通
行
は
一

層
｝
園
難
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
凹
反
し
て
、
甫
川
地
中
海
に
お
け
る
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ

ア
港
の
隆
盛
、
季
節
風
航
路
の
発
見
に
よ
っ
て
、
紅
海
経
由
の
海
上
交
易
は
一

関
促
進
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
桓
帝
の
延
蕪
九
年
目
一
六
六
年
）
に
は
大
秦
王
安

敦
（
ア
ソ
ト
ニ
ヌ
ス
）
の
使
潜
と
称
す
る
も
の
が
海
路
か
ら
洛
陽
に
到
着
し
た
と

い
う
有
名
な
事
実
が
あ
る
。

　
一
〇
五
年
、
パ
ル
ミ
ラ
に
と
っ
て
最
大
の
競
争
網
手
で
あ
る
隊
商
都
市
ペ
ト

ラ
が
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
帯
甲
8
村
鉱
9
P
煽
も
。
ワ
認
霞
O
環
G
。
G
一
娼
宕
。
。
（
艶
幽
H
）
．
O
O
Q
～
H
一
舐
）

の
率
い
る
ロ
；
マ
軍
の
手
に
お
ち
た
の
で
、
パ
ル
ミ
ラ
は
従
来
ペ
ト
ラ
が
掌
握

し
て
い
た
紅
海
沿
岸
一
車
線
通
商
権
の
大
部
分
を
奪
取
し
、
オ
リ
エ
ン
ト
第
一

の
隊
商
根
拠
地
と
な
っ
た
。
そ
の
た
め
驚
ア
ラ
ビ
ア
の
商
品
が
地
中
海
岸
の
諸

港
へ
運
ば
れ
る
に
も
パ
ル
ミ
ラ
を
通
過
す
る
に
至
っ
て
、
こ
の
都
市
は
一
稼
繁

栄
し
た
。
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
積
極
的
な
東
方
政
策
は
、
東
方
と
の
平
和
を
匿
酌
と

す
る
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
や
テ
イ
ベ
リ
ウ
ス
齪
σ
日
置
。
。
冒
ほ
蕊
O
器
ω
践
（
》
．
∪
．

憲
～
。
。
圃
）
に
み
ら
れ
た
政
治
飾
意
図
よ
り
も
、
む
し
ろ
東
方
を
征
服
し
て
ペ
ル

シ
ア
湾
や
イ
ン
ド
へ
い
た
る
交
通
路
を
完
全
に
支
配
し
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
通

る
商
品
に
た
い
す
る
諜
税
を
確
保
し
よ
う
と
い
、
）
経
済
的
租
的
を
も
つ
て
い
た
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
当
時
活
溌
と
な
っ
て
い
た
紅
海
経
由
の
海
上
交
易
と
平
行
し

て
、
他
方
で
は
パ
ル
ミ
ラ
を
中
心
と
す
る
東
方
と
の
陸
上
交
易
を
も
支
配
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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A・Dザー鶯七年の「パルミラ構｝税法」について（小薫）

　
一
一
七
年
、
　
ハ
ド
リ
ァ
ヌ
ス
　
属
m
乙
鼠
ρ
蒙
ρ
二
軸
σ
同
鉾
の
〉
。
に
霧
（
〉
．
O
．

一
嶺
～
巳
。
。
・
）
が
、
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
の
病
死
の
あ
と
を
継
い
で
ロ
ー
マ
皇
帝
に
な
っ

た
。
彼
は
先
帝
の
東
方
攻
略
の
政
策
を
改
め
て
、
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
の
平
和
策
を

復
活
し
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
を
パ
ル
テ
イ
ア
と
の
境
界
と
定
め
て
国
境
守
備
に

重
点
を
お
い
た
。
　
そ
し
て
続
く
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
・
ピ
ウ
ス
帝
雪
煙
。
鼠
ゆ
¢
ω

軍
諺
（
第
O
・
お
。
。
～
浅
円
）
時
代
に
い
た
る
ま
で
約
半
世
紀
間
、
ロ
ー
マ
と
パ

ル
テ
イ
ァ
と
の
関
係
は
再
び
平
和
状
態
に
戻
る
。
　
　
　
　
　
　
　
，

　
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
ロ
ー
マ
帝
国
内
の
到
る
と
こ
ろ
に
古
典
ギ
リ
シ
ア
復
活
の

文
化
政
策
を
推
進
し
た
が
、
パ
ル
ミ
ラ
も
直
接
そ
の
影
響
を
多
分
に
受
け
る
こ

と
と
な
っ
た
。
パ
ル
ミ
ラ
の
歴
史
上
、
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
一
二
九
年
ハ
ド

リ
ア
ヌ
ス
皇
帝
が
こ
の
地
を
親
し
く
訪
陶
し
、
都
帯
の
中
心
を
な
す
隊
商
街
路

の
ほ
か
、
神
殿
、
塔
墓
な
ど
多
く
の
建
築
物
を
新
築
あ
る
い
は
復
興
し
た
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
す
ぐ
れ
た
数
多
く
の
遣
構
は
、
寄
手
な
お
パ
ル
ミ
ラ
の
廃
搬

に
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
く
て
ロ
ー
マ
皇
帝
直
接
の
恩
恵
を
多
分
に
う
け
た
．

砂
漠
の
中
の
夢
の
都
市
パ
ル
ミ
ラ
は
、
　
「
ハ
ド
リ
ァ
ヌ
ス
の
パ
ル
ミ
ラ
」
ま
た

は
「
ハ
ド
リ
ア
ノ
ポ
リ
ス
」
と
称
せ
ら
れ
た
。
さ
ら
に
、
彼
は
一
三
七
年
に
こ

の
都
憲
の
た
め
特
別
に
関
税
法
の
翻
定
を
許
可
し
た
が
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
政

策
が
パ
ル
ミ
ラ
門
馬
の
童
言
な
歓
迎
を
う
け
た
こ
と
は
現
存
す
る
多
く
の
碑
文

が
語
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
帝
の
晩
年
に
は
、
パ
ル
テ
イ
ア
軍
は
ア
ル
メ
ニ
ア

と
シ
リ
ア
に
侵
入
し
た
が
、
次
の
マ
ル
ク
ス
・
ア
ゥ
レ
リ
ゥ
ス
帝
〉
暮
9
首
葺
。
・
噛

鼠
鍵
。
器
｝
¢
片
聾
塁
（
㌧
r
’
　
H
）
曜
　
回
①
回
～
一
G
Q
O
尋
）
に
よ
っ
て
撃
退
さ
れ
、
両
者
の

闘
に
再
々
変
の
平
和
条
約
が
成
立
し
、
そ
の
後
パ
ル
ミ
ラ
に
は
群
…
マ
軍
麟
。
が

駐
屯
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
一
九
七
年
置
ロ
ー
マ
の
内
証
に
乗
じ
て
パ
ル
テ
イ
ァ
王
ウ
オ
ロ
ゲ
セ
ス

〈
o
｝
o
σ
費
。
。
解
⑳
ω
四
丁
（
〉
●
り
．
お
O
～
卜
⊃
O
P
）
が
ア
ル
メ
ニ
ア
と
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

と
の
奪
回
を
企
て
て
出
陣
し
た
が
、
次
の
ロ
ー
マ
皇
帝
セ
ブ
テ
イ
ミ
ウ
ス
・
セ

ウ
エ
ル
ス
O
Q
O
く
①
毎
ρ
ぴ
昌
O
塾
し
・
O
Q
Φ
℃
二
丁
ぼ
。
。
（
》
．
O
■
同
り
ω
～
卜
⊃
置
●
）
は
こ
れ

を
反
撃
し
て
セ
レ
ウ
キ
ア
、
ク
テ
シ
フ
オ
ン
を
占
領
し
、
一
九
九
年
に
北
部
メ

ソ
ポ
タ
ミ
ア
を
ロ
…
マ
属
州
と
し
て
軍
を
引
上
げ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
戦

闘
中
パ
ル
ミ
ラ
人
は
軍
団
を
編
成
し
て
ロ
ー
マ
軍
に
潴
織
し
、
と
く
に
そ
の
場

騎
兵
の
活
躍
に
は
目
ざ
ま
し
い
も
の
が
あ
っ
た
。

　
三
世
紀
に
入
る
と
パ
ル
ミ
ラ
は
そ
の
繁
栄
の
絶
頂
に
達
し
た
。
そ
の
こ
ろ
バ

ル
ミ
ラ
の
諸
氏
族
の
中
か
ら
急
速
に
権
力
を
握
っ
て
き
た
ユ
リ
ー
・
ア
ウ
レ
リ

ー
・
セ
ブ
テ
イ
ミ
ー
象
　
｝
灯
賦
一
諺
蛋
同
O
｝
欺
ω
O
℃
賦
諺
は
　
に
オ
デ
ナ
ッ
ス
　
ω
O
噂
㌣

一
瞬
貯
ω
ρ
㌶
§
9
銘
嘉
ω
が
現
わ
れ
、
彼
は
オ
リ
エ
ン
ト
に
覇
権
を
確
立
す
る
た

め
、
ロ
…
マ
と
結
ん
で
東
方
の
サ
サ
ン
朝
ペ
ル
シ
ア
に
当
ろ
う
と
し
た
。
拾
も

二
五
九
年
、
　
時
の
ロ
…
マ
皇
帝
ウ
ア
レ
リ
ア
ヌ
ス
～
、
巴
①
江
勢
5
鳥
。
Q
ロ
℃
嘗
芝
蜜
。
。

目
討
β
多
9
。
（
艶
冒
　
H
）
．
　
N
㎝
ω
～
塾
。
⑦
O
．
）
が
ユ
デ
ツ
サ
に
お
い
て
、
ペ
ル
シ
ア
の
玉

響
に
陥
ち
て
捕
露
と
な
り
、
ペ
ル
シ
ア
に
露
…
囚
中
に
死
亡
す
る
と
い
う
事
件
が

99　（929）



お
こ
っ
た
。
こ
の
時
、
バ
ル
ミ
ラ
王
オ
デ
ナ
ッ
ス
は
サ
サ
ソ
朝
の
シ
ャ
ー
プ
ー

ル
趣
a
獄
訓
娼
評
，
一
世
（
》
．
O
’
b
っ
直
鳴
～
鵜
刈
ω
’
）
を
ユ
r
フ
ラ
テ
ス
河
騨
に
郁
臓
り
、

み
ず
か
ら
ペ
ル
シ
ア
王
の
称
号
で
あ
る
「
諸
王
の
王
」
を
称
し
、
ま
た
一
方
露

ー
マ
元
老
院
か
ら
そ
の
功
に
よ
り
「
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
」
、
　
「
イ
ム
ペ
ラ
～
ト
ル
」

の
称
号
を
贈
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
て
オ
デ
ナ
ソ
ス
王
家
は
繁
栄
し
て
い
っ
た
が
、
二
六
六
年
、
オ
デ
ナ

ッ
ス
が
暗
…
殺
さ
れ
た
㎝
後
、
幼
帝
ウ
ア
ー
パ
ラ
ッ
ス
く
沿
げ
ρ
鵬
纂
び
鐸
。
。
こ
れ
を
継

ぎ
、
オ
デ
ナ
ッ
ス
の
妻
ゼ
ノ
ビ
ア
N
①
鐸
。
σ
獲
が
実
権
を
握
っ
た
。
ゼ
ノ
ビ
ア

女
王
は
そ
こ
で
近
隣
の
隊
商
諸
四
布
と
隊
商
交
易
に
従
事
す
る
あ
ら
ゆ
る
潜
を

糾
合
し
て
、
パ
ル
ミ
ラ
を
首
都
と
す
る
独
立
単
一
の
「
隊
商
王
国
」
の
建
設
を

夢
み
、
　
一
時
は
、
ユ
；
フ
ラ
テ
ス
河
か
ら
ナ
イ
ル
湾
に
達
し
、
さ
ら
に
小
ア
ジ

ア
に
も
及
ぶ
広
大
な
地
域
を
版
図
に
収
め
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
が
て
反

離
に
繊
た
ロ
ー
マ
白
灘
帝
ア
ウ
レ
リ
ア
ヌ
ス
》
鎖
目
O
獄
鍵
三
の
”
い
彊
O
貯
q
α
O
O
語
律
ご
切

（
｝
P
ミ
○
～
昏
。
瞬
幽
）
に
よ
り
、
二
七
三
年
、
ゼ
ノ
ビ
ア
ぽ
虜
囚
と
な
っ
て
ロ

…
マ
に
送
ら
れ
、
王
都
パ
ル
ミ
ラ
も
無
残
に
破
壊
さ
れ
て
、
彼
女
の
夢
は
泡
沫

の
ご
と
や
消
え
去
っ
た
。
そ
の
後
、
東
礪
交
通
路
が
移
鋤
し
た
こ
と
と
も
網
三

っ
て
、
こ
の
都
市
は
再
び
昔
日
の
繁
栄
を
と
り
も
ど
す
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。

　
注
　
村
川
堅
太
郎
「
μ
ー
マ
『
帝
政
期
鰍
初
期
に
於
け
る
南
海
貿
易
の
進
展
」

　
　
（
『
エ
リ
ュ
ト
ウ
ラ
ー
海
案
内
記
』
所
堰
昭
和
二
＋
三
年
）

　
　
　
粟
野
頼
之
祐
「
安
三
王
ア
ル
タ
バ
ノ
ス
一
一
一
世
遊
歴
の
ギ
リ
シ
ア
碑
文
に

つ
い
て
」
（
【
…
、
出
土
史
料
に
よ
る
ギ
リ
シ
ア
史
の
研
究
』
所
収
　
昭
和
．
二
十

五
年
）

　
拙
稿
「
パ
ル
ミ
ュ
ラ
発
掘
の
漢
代
絹
布
に
つ
い
て
」
（
幽
，
関
西
学
銑
史
学
』

第
堵
習
写
　
　
昭
咽
和
…
嵩
十
鶴
・
、
　
　
「
山
衆
衡
嚇
父
　
蓮
史
レ
弗
よ
り
見
（
～
「
の
バ
ル
、
ミ
ュ
ラ
」

隅、

l
文
論
究
』
六
巻
五
号
　
昭
和
三
十
｝
年
）
。

パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
碑
文
の
発
見

　
パ
ル
ミ
ラ
遺
境
の
紹
介
は
、
　
ハ
リ
フ
ァ
ク
ス
／
く
．
譲
巴
欺
ρ
習
ら
数
人
の
イ

ギ
ジ
ス
商
人
の
探
険
に
始
ま
る
。
彼
等
は
ア
ラ
ビ
ア
人
と
商
談
中
に
、
た
ま
た

ま
こ
の
三
二
の
所
在
を
豊
玉
き
、
　
一
六
七
八
年
七
月
、
第
一
側
の
探
除
い
を
試
み
た
。

た
だ
し
こ
の
時
は
一
行
が
パ
ル
ミ
ラ
に
到
回
す
る
や
、
同
地
の
ア
ラ
ビ
ア
人
に

捕
え
ら
れ
、
身
代
金
を
支
払
っ
て
辛
う
じ
て
逃
げ
帰
っ
て
い
る
。
し
か
し
彼
等

は
壮
大
な
遺
鮭
に
魅
せ
ら
れ
て
エ
ハ
九
～
年
十
月
に
第
二
圓
の
探
険
を
行
い
、

幸
い
こ
の
蒔
は
数
日
滞
在
調
査
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
を
一
六
九
五
年

か
ら
王
年
間
に
わ
た
っ
て
円
プ
。
℃
｝
回
躍
。
⑳
o
娼
賦
。
鉱
日
養
毎
ω
餌
。
怠
9
窃
に
報
告

し
て
い
る
。

　
爾
来
、
欧
米
人
の
バ
ル
ミ
ラ
探
訪
は
楓
継
ぎ
、
そ
の
う
ち
イ
ギ
リ
ス
人
ウ
ッ

ド
男
・
脅
o
o
鳥
は
一
七
五
一
年
、
二
三
間
に
わ
た
る
実
地
調
査
の
結
果
、
驚
已
鐸
の

。
隔
℃
a
ヨ
頃
2
0
夢
霞
三
器
日
ρ
畠
ヨ
9
5
夢
・
⇔
。
。
。
。
淳
“
ピ
。
区
。
詳
》
餐
器
～

零
．
な
る
大
冊
を
著
わ
し
て
い
る
。
こ
れ
が
パ
ル
ミ
ラ
に
関
す
る
最
初
の
学
術

的
出
版
で
L
あ
る
。
　
一
七
五
四
虚
＋
に
は
フ
ラ
ン
ス
人
、
ハ
ル
テ
ル
ミ
ー
匂
・
澱
む
つ
跨
層
亨

loe （93e）



A。D。一三七年の．「バルミラ関税法」について（小ヨの

び
鐙
。
謹
嘱
お
よ
び
イ
ギ
リ
ス
人
ス
ウ
イ
ン
ト
ン
一
e
ω
毛
｝
暮
。
錫
が
「
パ
ル
ミ
ラ

文
字
」
を
解
明
し
、
　
一
八
六
八
年
、
ヴ
オ
ギ
ユ
エ
累
．
〔
ざ
く
。
σ
Q
【
み
は
H
旨
ω
？

ユ
℃
証
9
屡
器
欝
鼠
鉱
ρ
郎
霧
・
唱
勲
詠
伊
帰
Q
。
①
○
。
～
刈
メ
を
著
わ
し
て
パ
ル
ミ
ラ
語
解
読

上
の
諸
問
題
を
殆
ん
ど
解
決
t
た
の
で
あ
る
。

　
第
一
次
大
戦
後
は
、
こ
の
地
が
フ
ラ
ン
ス
の
シ
リ
ア
委
任
統
治
領
と
な
り
、
一

九
二
五
年
以
来
セ
イ
リ
グ
頃
．
Q
Q
O
胃
黄
教
授
の
指
導
の
も
と
に
主
と
し
て
フ

ラ
ン
ス
が
組
織
的
発
掘
に
当
っ
て
い
る
。
し
か
し
パ
ル
ミ
ラ
の
発
掘
調
査
は
そ

れ
ま
で
殆
ん
ど
が
個
人
の
手
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
こ
れ
に
潴
え
て
附
近
の
往
民

の
数
多
い
盗
掘
も
あ
っ
て
多
数
の
碑
文
や
遺
物
が
散
逸
し
て
い
る
有
様
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
こ
に
解
説
す
る
一
三
七
年
制
定
の
関
税
法
碑
文
は
、
十
七
世
紀
以

来
発
見
さ
れ
て
き
た
多
数
の
パ
ル
ミ
ラ
碑
文
の
中
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ

で
あ
る
。
こ
れ
は
一
八
八
一
年
、
　
ロ
シ
ア
の
ラ
ザ
レ
フ
公
｝
■
U
器
鴛
①
く
が

　
　
　
　
　
ア
　
ゴ
　
ラ

パ
ル
ミ
ラ
の
市
場
の
遺
量
．
の
南
で
発
掘
し
、
一
九
〇
一
年
に
ロ
シ
ア
政
府
が
こ

れ
を
ペ
テ
ル
ブ
ル
グ
（
現
レ
ニ
ン
グ
ラ
…
ド
）
の
エ
ル
ミ
タ
ー
ジ
ユ
博
物
館
に

移
送
し
て
、
現
在
同
所
に
保
管
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
遺
憾
な
こ
と
は
、
碑
文
に

か
な
り
欠
損
が
あ
り
、
ま
た
今
日
、
関
連
史
料
が
極
め
て
乏
し
い
た
め
、
こ
れ

が
究
明
．
に
あ
た
っ
て
は
多
く
の
点
で
推
測
の
域
を
繊
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し

こ
の
「
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
」
は
実
に
そ
の
三
二
・
三
世
紀
に
わ
た
る
パ
ル
ミ
ラ

発
展
の
敷
治
・
経
済
的
基
礎
を
な
し
た
最
も
重
要
な
史
料
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
り
、
ま
た
単
に
バ
ル
ミ
ラ
の
み
な
ら
ず
、
西
ア
ジ
ア
を
中
心
と
す
る

東
西
交
渉
史
研
究
上
に
も
重
大
な
意
義
を
有
す
る
こ
と
は
　
面
を
侯
た
な
い
。

　
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
に
関
す
る
文
献
目
録

O
ρ
σ
q
⇒
馨
、
男
‘
菊
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欝
霞
練
自
。
。
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讐
嘉
詩
p
仲
霞
題
誌
o
o
導
H
づ
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梓
焦
曾
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岱
／
、
費
伴
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℃
巴
B
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．
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①
＜
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δ
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σ
Q
δ
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簿
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ぼ
ω
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貯
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μ
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℃
．
δ
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目
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δ
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①
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O
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δ
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①
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．
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O
ぴ
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び
○
賞
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こ
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信
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ω
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目
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信
同
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自
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貯
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讐

O
o
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ρ
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日
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む
o
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園
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脇
宕
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同
些
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◎
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謡
鉱
o
H
諺
ω
o
巴
弓
寓
○
詳
ω
●

　
○
籠
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乙
魑
お
O
ω
■
灘
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置
メ
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や
も
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乙
～
Q
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癖
ρ

O
o
ω
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山
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ご
O
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ω
さ
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算
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隔
く
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μ
℃
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琶
団
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画
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罫
言
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ぴ
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び
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＜
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ユ
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諜
ω
O
B
①
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H
訂
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自
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該
2
お
ω
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℃
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お
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ψ
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①
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目
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Q
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∪
篇
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．
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0
0
ヨ
雷
震
巳
。
簿
δ
昌
ω
β
冠
貯
】
o
一
斗
二
巴
○
（
H
o
℃
豆
田
団
器
．
｝
○
賃
7

　
弩
鑑
》
。
。
冨
怠
ρ
餌
ρ
μ
o
。
Q
。
ω
．
H
押
や
や
鵠
圃
～
し
η
ω
ρ

　
一
”
ピ
。
℃
ρ
伽
。
ゆ
篇
自
9
二
一
”
鍵
曽
日
＄
⇔
玄
室
5
自
。
簿
δ
℃
曽
一
巴
賓
器
巳
2
ゴ

　
菊
①
ぐ
器
象
ω
攣
篇
留
ω
甘
写
①
ω
噌
く
…
．
回
Q
。
。
。
盒
勺
唱
◆
雪
～
①
ω
．

屑
ひ
ぐ
泣
2
”
．
ゾ
O
‘
団
沼
鉱
誓
H
｝
、
翫
ω
8
騨
。
噂
9
詳
5
β
Φ
簿
σ
o
o
離
。
臼
5
燭
Φ

　
α
①
℃
鉱
ヨ
《
器
．
℃
霞
β
回
り
ω
圃
．

男
9
　
o
錠
計
℃
遣
．
H
工
学
ユ
℃
試
。
コ
（
δ
℃
巴
旨
蟹
吋
○
・
切
巳
δ
怠
嵩
（
δ
O
o
誕
。
。
。
℃
2
で101 （93！）



　
畠
ρ
鵠
O
㊦
》
伽
餌
2
鼠
4
爆
Φ
》
ノ
M
抄
一
G
◎
Q
◎
N
℃
℃
西
目
ω
Φ
～
幽
駆
ド

び
9
N
9
吋
¢
＜
”
　
》
ご
　
℃
鶯
｝
巳
繁
H
ρ
”
　
餌
判
O
げ
O
O
一
〇
α
q
搾
O
げ
①
ω
犀
O
①
　
一
N
ω
訂
O
餌
O
＜
曾
一
監
O
■

　
℃
O
停
⑩
『
ぴ
詳
穏
σ
q
讐
一
〇
◎
o
O
餅

驚
O
O
疑
O
轟
自
○
村
抄
o
Q
｛
H
）
O
同
9
触
9
露
湛
鉱
も
n
O
げ
O
目
ゴ
O
口
自
O
屈
岡
）
2
一
嵩
μ
団
同
O
頃
博
Q
α
C
ゴ
¢
欝
N
O
一
｝

　
β
β
阜
ω
け
Φ
蘇
O
H
．
げ
P
増
篤
Q
借
．
　
N
．
］
）
e
ン
担
0
3
醒
く
二
↑
Q
◎
Q
Q
G
Q
鳩
　
唱
b
．
ω
刈
O
～
画
一
㎝
・
　
（
8
．

　
嗣
）
・
　
響
り
　
（
洲
腫
N
⑭
搾
む
o
O
げ
戦
馬
h
け
　
鳥
O
け
　
創
O
忽
け
自
喚
O
げ
Φ
β
　
ご
μ
O
吋
σ
q
②
旨
　
一
9
昌
α
ジ
O
｝
冒
O
昌

　
○
の
ω
O
潔
c
n
O
げ
P
咄
挫
）

　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ロ

匂Q
T⊃

墲
ｰ
簿
瓢
騎
図
こ
d
ぴ
Φ
村
伽
O
b
　
も
欝
一
日
団
慰
9
巳
も
臼
O
H
〕
9
副
　
℃
瓢
交
O
町
煽
O
N
e
ミ
鳶
臥
0
ゆ
　
N
‘
】
）
“

　
》
轡
．
○
こ
羅
諸
誕
～
、
一
押
H
Q
◎
Q
Q
ω
曽
℃
唱
．
㎝
⑦
P
～
㎝
刈
ピ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Q陰

n
び
甥
＝
爵
げ
O
巴
σ
q
の
び
一
）
。
讐
知
σ
ゆ
○
区
一
〇
欝
Q
っ
ω
二
肖
｝
曾
　
一
〇
一
　
識
ω
O
ρ
｝
①
　
自
O
　
℃
〔
二
匿
鴇
H
ρ

　
雛
冤
誌
斜
縁
ノ
．
一
嵩
”
一
Φ
も
◎
メ
唱
℃
陰
卜
⊃
械
一
～
込
」
㊨
メ

ω
O
ゲ
賊
◎
価
O
き
℃
4
客
O
娼
O
℃
帥
｝
N
影
累
N
⑦
旨
一
の
○
げ
O
H
嵩
ω
O
げ
触
賦
什
O
嵩
鱒
　
H
）
O
H
　
ぴ
｛
げ
酌
旨
σ
Q
殼
◎

　
℃
欝
ご
凝
蜜
巴
O
⇔
拶
O
プ
①
N
O
に
紳
帥
巴
㌶
9
Q
Q
害
N
郎
臣
σ
q
し
ウ
σ
①
ぽ
O
｝
洋
ρ
α
O
回
閥
O
ゆ
陣
σ
q
ピ
℃
目
①
偉
ω
Q
ゆ
“

　
諺
｝
内
ρ
鳥
O
昌
凱
O
創
O
穏
づ
鳶
ω
ω
Φ
冨
Q
。
O
げ
P
津
O
昌
N
郎
M
W
O
同
嵩
P
　
一
〇
Q
o
O
画
℃
や
幽
ド
刈
～
蒔
ω
①
“

ω
O
ぴ
ノ
〈
熱
ρ
》
轡
り
〉
戦
ρ
目
O
叶
　
一
〇
　
日
P
一
中
煽
畠
．
　
轡
堕
d
冨
一
く
㊦
吋
q
ロ
『
円
P
ゆ
｝
詳
ρ
　
］
．
c
Q
Q
◎
距

　
㌻
も
。
帆
ω
．

ω
Φ
蜜
覧
σ
q
－
缶
ご
轡
O
ω
叶
ρ
挫
¢
ゆ
ユ
O
℃
ρ
ご
⇒
望
冠
Φ
・
Q
Q
唄
泣
P
拷
諸
凱
↑
一
Φ
戯
8
娼
や
ド
㎝
㎝
～
冨
刈
㎝
・

＜
o
σ
q
二
少
累
．
α
ρ
H
β
。
。
黛
ξ
け
一
〇
⇔
ω
℃
巴
ヨ
団
尽
巳
傷
ご
寡
。
ω
一
一
券
a
言
ω
．
¢
p
け
㊤
ユ
続

　
の
O
β
ω
一
、
円
一
づ
℃
営
O
H
O
昌
同
鉱
降
■
一
C
蛋
目
コ
9
一
＞
o
。
一
ρ
諏
ρ
藏
ρ
同
Q
Q
G
Q
ω
．
押
℃
や
ト
⊃
ω
H
～

　
沁
乱
切
勤
H
H
．
℃
唱
・
一
戯
Φ
～
同
Q
◎
Q
◎
．

　
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法

　
碑
は
高
さ
七
一
・
七
五
メ
ー
ト
ル
、
幅
約
四
・
八
五
メ
…
ト
ル
。
そ
の
衰
面

に
西
部
に
分
れ
て
碑
文
が
刻
ま
れ
て
い
る
（
図
工
参
照
）
。

　
以
下
（
　
）
内
の
数
掌
は
筆
者
が
翻
訳
・
解
説
の
便
宜
上
附
し
た
も
の
で
あ
る
。

i

　　　　　l
　t　　t　　t

ギリシア語 ↑
一
　
　
田
。
っ
。
っ
．
H

（
お
1
9
9
）
と
同
山
叉

∀

（
8
“
Q
ゾ
O
i
O
1
1
）
、
（
6
3
1
2

邑i
岡（空白）
文

一ユ。02m一

　
　
一
）

　
　
．
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（

　
　
一
冠
ロ

　
　
あ
ニ
三

王
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図
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ザ
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…
ギ

　
　
…

　
　
…

　
　
…

　
　
…

　
　
…

　
　
…

　
　
．

↑

ε
。
o
寸
．
回
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　16

；

　30 蒲
1
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↓

）
と
岡
文
、
（
0
7
0
－
0
ー
ユ
）

－
5
4
）
と
同
文

1
仁

パルミ

A16
ラ語（15）

rA48 A74

3
0
）
と
同
文

4
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Q
ソ

9
）
．

－
7
4
）

－
4
7
）

　¶　　閲　　・

　oっ

B
　
「　

N
（　殺
R

　
黛
“

　
ア

リ
シ

ギ

　
文

ど
岡

上　
語

　
ラ

レ
ミ

勺ノ

）41（
　
π
只

　
ハ
　
い
　
ロ

　
ア

リ
シ

ギ

バル　　上と
　ミラ語　嗣文
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→
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→
！．38　m

〉　tny1．38　m．
＜→

O．95　in《

解
川
篤
志
甲
ド
、
パ
ル
ミ
ラ
日
照
は
ヘ

ブ
ラ
イ
文
宇
で
表
記
し
た
。

　
　
な
お
、
、
こ
の
徴
税
法
は
輪

出
入
税
に
限
ら
ず
、
一
部
に

都
市
税
を
も
含
ん
で
い
る
が
、

法
律
全
体
の
性
格
上
門
関
税

法
」
と
し
た
。

〔
本
文
〕

　
　
（
ギ
リ
シ
ア
語
）

　
　
（
1
）
神
、
イ
ム
ペ
ラ
ト

ー
ル
、
カ
エ
サ
ル
で
あ
る
ト

ラ
ヤ
ヌ
ス
．
．
パ
ル
テ
イ
ク
ス

の
子
、
神
で
あ
る
ネ
ル
ヴ
ア

の
孫
、
大
教
皇
、
謹
斑
官
司

二
十
一
年
、
イ
ム
ペ
ラ
ト
L

ル
第
二
年
、
執
政
官
円
第
三
な
†

に
し
て
祖
騨
の
父
で
あ
る
ト

ラ
ヤ
ヌ
ス
・
ハ
ド
リ
ア
ヌ

・
ス
．
ア
ウ
グ
ス
ツ
ス
の
御
代

に
、
す
な
わ
ち
L
・
ア
エ
リ
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A，D．一三七年め「パルミラ関税法」について（小宝）

ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
謝
執
政
官
晶
第
二
年
、
P
・
コ
エ
．
リ
ウ
ス
・
バ
ル
ピ
ヌ
ス
（
の

執
政
官
）
の
代
に
。

　
（
2
）
　
元
老
院
布
告
。
四
四
八
年
ニ
サ
ソ
月
卿
十
八
日
。

　
（
3
）
　
議
長
、
ハ
イ
ラ
ー
ン
の
息
子
の
ボ
ー
ン
ネ
の
息
子
の
ボ
ー
ン
ネ
。

「
元
老
院
之
人
民
」
の
書
記
、
フ
イ
ロ
バ
ト
！
ル
の
息
子
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
息
子
の
ア
レ
キ
サ
ン
ダ
ー
。

写真1　碑交左端部の中程，パルミラ語（2）～仁φの部分

執
政
官
、
モ
キ
ー
ム
の
息
子
の

オ
ラ
イ
の
息
子
の
マ
ー
リ
ク
ー

お
よ
び
ネ
サ
ー
の
息
子
の
ゼ
ビ

ー
ダ
の
下
に
、

　
（
4
）
　
元
老
院
は
法
律
に
し

た
が
っ
て
召
集
さ
れ
、
下
記
の

こ
と
を
決
定
し
た
。

　
（
5
）
　
従
来
、
課
税
の
対
象

と
な
る
商
品
の
多
く
が
徴
税
法

に
明
記
さ
れ
ず
、
収
税
人
の
請

負
契
約
書
の
記
載
事
項
に
も
と

ず
い
て
慣
習
に
し
た
が
っ
て
課

税
さ
れ
て
ぎ
た
。

　
（
6
）
　
か
く
し
て
収
税
人
は

法
律
と
慣
習
と
に
も
と
ず
い

て
徴
収
す
る
の
が
常
で
あ
っ

た
。　

（
7
）
　
故
に
こ
れ
ら
事
柄

に
つ
い
て
商
人
達
と
収
税
人

達
と
の
間
に
し
ば
し
ば
紛
争

が
惹
起
し
た
。

　
（
8
）
　
そ
こ
で
こ
れ
ら
執

政
官
か
ら
な
る
元
老
院
と
十

大
官
達
と
は
次
の
こ
と
を
決

定
し
た
。

　
（
9
）
本
官
達
は
法
律
に

記
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
事
柄

を
明
ら
か
に
す
べ
き
こ
と
。

　
（
1
0
）
　
ま
た
そ
れ
が
請
負

　　　　　航黙嶋r戯峨．溝き懸謝卿欝獅∫垂纏蹟無夢話醐壼鋤5愚三唱主幹唱翻・k

溝曜燃脳輪鞠犠へ鱗鳩㌧き㎜嚇舗筏聞二｝・鴨獅静‘ゐ紙鯖、尊》～噸懲唱
　　　　　　　　　betsVecec）N“ljrsXV’，sVXkNsYiwweqv＞，maecKgsvarvs．lvAts，tig．tsy．xE｝msU．ts　i

　　　　　　　　聯蝋窪…蟻塾糖働ン篤｝め為戦雌～鵬融燐臨画噴出聯弗り樽沁か簸為かき豊ら隅

　　　　　　　　　　　窄隅q鴇駄鋤コ繊艶鮎漁r齢騒邸激蔵喩◎熟損：磁麟XKXN「鴨｝鋼揺、鵡呂ノ各．

’・　　　，　．　’う鰍継臨画鞭やを晒し鱒繍蝋牌無、め繍邸以勘斌、羅紬騒；

　　　　　　　　　　’鰍晒噛慰撫1織、繍難解購哉噂瓢遊唾嚇賦糠き噌へへ嚇蟻慧臓；
　　　　　　　　ev“mats±s）tses，xfitssss｝｛xh，sx，atsGvwwi，sec　）ustsm““s“，vsr“vsttutA＃｛，，　1

　　　　　　　　　臨画亀潮曇牌溢隅鋤獅塒き「暴ひ聾、改、嫉媛梅秘軸級へ翼w～ゐ8桟沁さゐ脚㌦沁

　　　　　　　　　　．轡脚γ贋靹鐸繊唾・噛参照唾娼婦縞塙繍ゐ艦弓鳴唾幽噂幽．SL“ISK～isnxtl誌Mtl．峨’

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物懸物織㍉幽幽薦聯赦燈いxtS■K蕊餌矯㌦》、　i

　　　　　　　　　　「◎瀕囎タ自画oc鑓A駕7｛｝c『ε蓼鷲¢￥c了GooA？ξ》懸蓼「e純w融KAM｝壱AiKtU臼te　’

　　　　　　　　　　　　　A調整硬脚難愚弊峨轡燃胸囲幽鞭亀翼鋤誠噸隅押‘1

　　　　　　　　　　　　　尊＿．．．一一一　∴＿．　　．．．　　　．＿．．　　　　　．．撃纈．1

　　　　　　　　　　写真：［．同上文を活字体で衷わしたもの

契
約
に
つ
い
て
の
新
し
い
書
類
に
記
入
さ
れ
る
べ
き
こ
と
。

　
（
1
1
）
　
ま
た
各
商
品
に
は
慣
習
に
し
た
が
っ
て
税
額
が
記
入
さ
れ
る
べ
き
こ

と
。　

（
1
2
）
　
ま
た
本
官
達
は
そ
の
書
類
が
収
税
人
に
よ
っ
て
同
意
さ
れ
れ
ば
、
ラ

ブ
．
ア
シ
ー
レ
ー
神
殿
の
前
に
あ
る
石
碑
に
旧
法
と
と
も
に
刻
む
べ
き
こ
と
。
．
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（
1
3
）
　
ま
た
在
職
中
の
執
致
窟
達
、
十
大
官
達
お
よ
び
理
熱
讃
達
ば
、
い
か

な
る
時
に
も
、
収
税
人
が
不
当
な
税
額
を
い
か
な
る
者
に
も
要
求
し
な
い
よ
う

監
視
す
べ
き
こ
と
。

　
（
パ
ル
ミ
ラ
蒲
脚
）

　
ギ
リ
シ
ア
語
（
2
）
一
（
！
3
）
と
同
文

　
（
ギ
リ
シ
ア
語
）

　
（
1
4
）
　
荷
車
1
台
の
積
荷
は
、
い
か
な
る
種
類
の
商
晶
で
あ
っ
て
も
ラ
ク
ダ

4
頭
の
積
穂
と
し
て
課
税
さ
れ
る
。

　
（
パ
ル
ミ
ラ
甑
㎎
）

　
ギ
リ
シ
ア
語
（
1
4
）
と
購
文

　
（
パ
ル
ミ
ラ
鉱
㎜
）

　
（
1
5
）
　
ハ
ド
リ
ァ
ナ
・
タ
ド
モ
ル
の
税
関
と
ア
エ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
の
水

源
と
の
徴
税
法

　
（
1
6
）
　
タ
ド
モ
ル
あ
る
い
は
そ
の
領
域
に
将
来
さ
れ
る
奴
隷
を
輸
入
す
る
者

か
ら
、
収
税
人
は
各
人
に
つ
い
て
2
2
デ
ナ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。

　
（
1
7
）
都
市
内
に
お
い
て
売
却
さ
れ
、
か
つ
輸
繊
さ
れ
な
い
奴
隷
に
つ
い
て

12

f
ナ
リ
ー
。

　
（
1
8
）
　
売
却
さ
れ
る
経
験
奴
隷
に
つ
い
て
1
0
デ
ナ
リ
i
。

　
（
1
9
）
　
購
入
者
が
奴
隷
を
輸
患
す
る
時
、
彼
は
各
人
に
つ
い
て
1
2
デ
ナ
リ
…

を
課
す
。

　
（
2
0
）
　
前
述
の
蚊
税
人
は
ラ
ク
ダ
の
稜
蒋
の
乾
燥
物
資
か
ら
、
ラ
ク
ダ
の
稜

荷
に
つ
い
て
：
…
・
輸
入
に
た
い
し
て
3
デ
ナ
リ
ー
を
徴
収
す
為
。

　
（
2
1
）
　
ラ
ク
ダ
の
積
荷
に
つ
い
て
輸
撮
に
た
い
し
て
3
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
2
2
）
　
ロ
バ
の
積
祷
に
つ
い
て
輸
入
な
ら
び
に
輸
臨
に
た
い
し
て
2
デ
ナ
リ

ー
。　

（
2
3
）
　
緋
色
染
の
羊
毛
か
ら
、
各
羊
毛
束
に
つ
い
て
輸
入
な
ら
び
に
輸
出
に

た
い
し
て
8
ア
サ
リ
ー
。

　
（
2
4
）
　
フ
ラ
ス
コ
に
入
れ
て
輸
入
さ
れ
る
、
ラ
ク
ダ
の
積
祷
の
香
油
か
ら
2
5

デ
ナ
リ
…
。

　
（
2
5
）
　
か
つ
、
こ
の
香
油
の
（
2
）
輸
出
に
た
い
し
て
、
ラ
ク
ダ
の
積
荷
に

つ
い
て
1
3
デ
ナ
リ
…
。

　
（
2
6
）
　
山
羊
の
皮
袋
に
入
れ
て
玉
入
さ
れ
る
、
ラ
ク
ダ
の
積
荷
の
香
油
か
ら
、

輸
入
に
た
い
し
て
1
3
デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輸
出
に
た
い
し
て
7
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
2
7
）
　
フ
ラ
ス
コ
に
入
れ
て
輸
入
さ
れ
惹
、
ロ
バ
の
短
章
の
（
香
）
油
か
ら
、

（
翰
入
に
た
い
し
て
）
1
3
（
デ
ナ
リ
ー
）
。
か
つ
輸
禺
に
た
い
し
て
7
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
2
8
帆
）
　
山
羊
の
皮
袋
に
入
れ
て
輸
入
さ
れ
る
、
ロ
バ
の
積
祷
の
（
香
）
瀬
か

ら
、
　
（
輪
入
に
た
い
し
て
）
7
．
デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輸
出
に
た
い
し
て
4
デ
ナ
リ

ー
。

　
（
2
9
）
　
山
羊
の
皮
袋
4
枚
に
入
れ
て
、
ラ
ク
ダ
で
運
ば
れ
た
油
の
積
荷
か
ら
、

輸
入
に
た
い
し
て
！
3
デ
ナ
リ
…
。
か
つ
輸
幽
に
た
い
し
て
1
3
デ
ナ
リ
ー
。
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（
3
0
）
　
山
羊
の
皮
袋
2
枚
に
入
れ
て
、
ラ
ク
ダ
で
運
ば
れ
た
油
…
の
積
荷
か
ら
、

輪
入
に
た
い
し
て
7
デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輪
出
に
た
い
し
て
7
デ
ナ
ジ
…
。

　
（
3
1
）
　
ロ
バ
の
積
荷
の
油
か
ら
輸
入
に
た
い
し
て
7
デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輸
患

に
た
い
し
て
7
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
3
2
）
　
山
羊
の
皮
袋
4
枚
に
入
れ
て
、
ラ
ク
ダ
で
運
ば
れ
た
騰
肪
の
積
荷
か

ら
、
輸
入
に
た
い
し
て
B
デ
ナ
リ
i
。
か
つ
輸
繊
に
た
い
し
て
1
3
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
3
3
）
　
山
羊
の
皮
袋
2
枚
に
入
れ
て
、
ラ
ク
ダ
で
運
ば
れ
た
脂
肪
の
讃
荷
か

ら
、
輸
入
に
た
い
し
て
7
デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輸
出
に
た
い
し
て
7
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
3
4
）
　
ロ
バ
の
蟹
荷
の
脂
肪
か
ら
、
老
入
に
た
い
し
て
（
7
デ
ナ
リ
ー
。
か

つ
輸
出
に
た
い
し
て
）
7
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
3
5
）
　
ラ
ク
ダ
で
運
ば
れ
た
塩
魚
の
積
荷
か
ら
、
　
（
輪
入
に
た
い
し
て
）
1
0

（
デ
ナ
リ
ー
）
。

　
（
3
6
）
　
か
つ
、
そ
の
中
の
い
く
ら
か
を
輸
出
す
る
者
か
ら
…
…
ラ
ク
ダ
の
積

荷
に
つ
い
て
（
！
0
デ
ナ
リ
ー
？
）
。

　
（
3
7
）
　
ロ
バ
の
積
荷
の
塩
魚
か
ら
、
収
税
人
は
輸
入
に
た
い
し
て
3
デ
ナ
ジ

ー
、
か
つ
輸
出
に
た
い
し
て
3
デ
ナ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。

　
（
3
8
）
　
馬
（
？
・
）
か
ら
、
輸
入
に
た
い
し
て
1
0
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
3
9
）
　
ラ
バ
か
ら
、
輸
入
に
た
い
し
て
！
0
デ
ナ
リ
ー
（
2
）
。

　
（
4
0
）
　
…
…
か
ら
、
輸
入
に
た
い
し
て
2
ア
サ
リ
i
。

　
（
4
1
）
　
子
羊
か
ら
、
輸
入
な
ら
び
に
輸
娼
に
た
い
し
て
1
匹
に
つ
い
て
ー
ア

サ
リ
i
。

　
（
4
2
）
　
ラ
ク
ダ
か
ら
：
：
－
に
た
い
し
て
3
（
ア
サ
リ
…
）
。

　
（
4
3
）
　
…
…
か
ら
2
ア
ザ
リ
ー
。

　
（
4
4
）
　
…
…
か
ら
…
…
か
つ
…
…
ー
ア
サ
リ
ー
。

　
（
4
5
）
　
ま
た
収
税
人
は
香
湘
を
製
造
す
る
者
か
ら
、
毎
月
2
ア
サ
リ
ー
を
徴

収
す
る
。

　
（
4
6
）
　
ま
た
収
税
人
は
女
か
ら
徴
収
す
る
。
ー
デ
ナ
リ
…
あ
る
い
は
そ
れ
以

上
取
る
者
か
ら
、
各
駅
に
つ
い
て
ー
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
4
7
）
　
か
つ
8
ア
サ
リ
ー
取
る
考
か
ら
、
彼
は
8
ア
サ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。

　
（
4
8
）
　
か
つ
6
ア
サ
リ
ー
取
る
者
か
ら
、
彼
は
6
ア
サ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。

（
4
9
）
翫
た
彼
は
皮
革
（
p
）
の
工
場
な
ら
び
に
店
舗
か
ら
、
償
習
に
し
た

が
っ
て
（
毎
）
月
各
店
舗
に
つ
い
て
ー
デ
ナ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。

　
（
5
0
）
　
釣
手
あ
る
い
は
量
売
さ
れ
る
、
す
べ
て
の
獣
皮
か
ら
、
各
獣
皮
に
つ

い
て
2
ア
サ
リ
ー
。

　
（
5
1
）
　
都
市
内
に
お
い
て
取
引
す
る
被
服
商
人
達
…
…
に
た
い
す
る
税
は
一

定
し
な
い
。

　
（
5
2
）
　
都
市
に
あ
る
ニ
ケ
灰
の
水
源
の
使
周
に
た
い
し
て
（
へ
年
に
つ
い
て
）

む
の0

テ
ナ
リ
ー
。

8　
（
5
3
）
　
収
税
人
は
小
回
、
ブ
ド
ウ
酒
、
ワ
ラ
、
な
ら
び
に
同
様
種
類
の
商
晶

の
積
祷
に
つ
い
て
、
各
ラ
ク
ダ
の
一
行
程
毎
に
ー
デ
ナ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。
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（
5
4
）
　
空
荷
で
将
来
さ
れ
た
ラ
ク
ダ
に
つ
い
て
、
彼
は
カ
エ
サ
ル
に
よ
っ
て

解
放
さ
れ
た
人
で
あ
る
キ
リ
ク
ス
が
徴
収
し
た
と
同
様
に
、
ー
デ
ナ
リ
…
を
徴

収
す
る
。

　
（
5
5
）
　
総
督
マ
リ
ヌ
ス
の
前
で
取
決
め
ら
れ
た
徴
税
請
負
契
約
に
も
と
つ
く

タ
ド
モ
ル
徴
税
法
、
な
ら
び
に
都
市
と
そ
の
領
域
内
と
に
あ
る
水
源
と
塩
と
に

た
い
す
る
徴
税
法
。

　
（
5
6
）
　
乾
燥
物
資
（
P
）
か
ら
、
各
ラ
ク
ダ
の
積
祷
に
つ
い
て
、
輸
入
は
4

デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輸
出
は
4
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
5
7
）
　
緋
色
染
の
羊
毛
か
ら
、
各
羊
毛
束
に
つ
い
て
、
輸
入
に
た
い
し
で
4

デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輸
出
に
た
い
し
て
4
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
5
8
）
　
ま
た
釈
税
人
は
上
記
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
瀕
類
の
商
品
か
ら
徴
収
す

る
。　

（
5
9
）
　
盗
か
ら
、
1
6
セ
ク
ス
タ
リ
ー
に
相
愚
す
る
ー
モ
デ
イ
ウ
ス
に
つ
い
て

ー
ア
サ
リ
ー
。

　
（
6
0
）
　
彼
は
…
…
が
望
む
だ
け
の
も
の
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
支
給
す
る
。

　
（
6
1
）
　
そ
の
塩
を
得
ら
れ
な
い
者
（
？
）
は
、
こ
の
法
律
に
も
と
ず
い
て
ー

モ
デ
イ
ウ
ス
に
つ
い
て
2
セ
ろ
ブ
ル
テ
ィ
ー
。

　
（
6
2
）
　
タ
ド
モ
ル
あ
る
い
は
タ
ド
モ
ル
人
達
の
領
域
内
に
お
い
て
、
塩
を
断

有
す
る
轡
は
い
か
な
る
者
も
、
収
税
人
の
僑
で
そ
れ
を
査
定
し
、
ー
モ
デ
イ
ウ

ス
に
つ
い
て
ー
ア
サ
リ
ー
を
支
払
う
（
P
）
。

　
（
6
3
）
　
総
督
ガ
イ
ウ
ス
は
…
…
タ
ド
モ
ル
発
註
と
収
税
人
達
と
の
聞
の
…
…

税
の
規
定
に
つ
い
て
…
…

　
（
6
4
）
　
私
は
次
の
こ
と
を
決
定
し
た
、
ア
ル
キ
ム
ス
…
…
法
律
…
…
奴
隷
…

　
（
6
5
）
　
奴
隷
を
、
タ
ド
モ
ル
あ
る
い
は
そ
の
領
域
内
に
、
輸
入
す
る
者
あ
る

い
は
そ
れ
を
輪
繊
す
る
者
は
い
か
な
る
者
も
、
収
税
人
に
た
い
し
て
各
人
に
つ

い
て
2
2
デ
ナ
リ
ー
を
一
文
払
う
。

　
（
6
6
）
　
…
…
輸
出
す
る
者
は
い
か
な
る
考
も
、
収
税
人
に
た
い
し
て
1
2
デ
ナ
．

リ
ー
を
支
払
う
。

　
（
6
7
）
　
経
験
奴
隷
を
売
却
す
る
者
は
い
か
な
る
者
も
（
？
・
）
1
0
デ
ナ
リ
i
。

　
（
6
8
）
　
…
…
奴
隷
…
…
輸
入
は
1
0
デ
ナ
リ
ー
。
か
つ
輸
出
は
1
2
デ
ナ
ジ
…
。

　
（
6
9
）
　
経
験
奴
隷
を
輪
出
す
る
者
は
い
か
な
る
者
も
、
法
律
の
記
載
に
も
と

ず
い
て
…
…
を
支
払
う
。

　
（
7
0
）
　
…
…
奴
隷
…
…
売
却
す
る
も
の
は
い
か
な
る
者
も
、
9
デ
ナ
リ
ー
を

支
払
5
。
か
つ
輸
出
に
…
…

　
（
7
1
）
　
羊
毛
の
輸
入
に
…
…
タ
ド
モ
ル
に
輸
入
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
羊
毛
か
ら

徴
収
し
な
い
。

　
（
7
2
）
　
…
…
他
の
（
解
毛
の
）
輸
出
に
た
い
す
る
税
は
、
今
日
・
…
：
同
意
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
…
…

　
（
7
3
）
　
：
…
・
イ
タ
リ
ア
羊
毛
の
輸
繊
か
ら
（
2
）
徴
収
し
な
い
。

106　（936）



A．D．一三七年の「バルミ歩瞳税法」｝こついて（小玉）

　
（
7
4
）
　
山
羊
の
皮
袋
に
入
れ
ら
れ
た
香
雲
は
、
収
税
人
が
法
律
に
も
と
づ
い

て
徴
収
す
る
。
…
…
収
税
人
が
文
書
に
お
い
て
犯
し
た
誤
記
に
よ
っ
て
…
…
税

は
！
3
デ
ナ
リ
ー
。

　
（
7
5
）
　
ゲ
ル
マ
一
一
ク
ス
・
カ
エ
サ
ル
も
ま
た
ス
タ
テ
イ
リ
ウ
ス
に
宛
て
た
雷

簡
の
中
で
、
税
は
イ
タ
リ
ア
・
ア
サ
リ
ー
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
、
か
つ

ー
デ
ナ
リ
i
以
下
の
場
合
は
、
収
税
人
は
慣
習
に
し
た
が
っ
て
少
額
貨
幣
に
よ

っ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
正
し
い
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

　
（
7
6
）
　
罵
殺
業
者
に
た
い
す
る
税
は
デ
ナ
リ
ー
に
よ
っ
て
支
払
わ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
。

　
（
7
7
）
　
一
放
棄
さ
れ
た
（
動
物
の
）
死
骸
は
課
税
さ
れ
な
い
。

　
（
7
8
）
　
争
訟
に
つ
い
て
、
私
は
法
律
に
も
と
づ
い
て
次
の
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
（
7
9
）
　
國
境
を
越
え
て
輸
入
あ
る
い
は
輸
出
さ
れ
る
時
は
、
ユ
積
荷
に
つ
い

て
ー
デ
ナ
リ
ー
が
課
税
さ
れ
る
。

　
（
8
0
）
　
（
パ
ル
ミ
ラ
領
域
内
の
）
村
々
へ
輸
出
あ
る
い
は
村
々
か
ら
輸
入
す

る
春
か
ら
、
彼
等
に
た
い
す
る
譲
歩
に
も
と
づ
い
て
徴
収
さ
れ
な
い
。

　
（
8
1
）
　
マ
ツ
カ
サ
な
ら
び
に
同
様
種
類
の
品
物
は
、
販
売
さ
れ
る
た
め
に
輸

入
さ
れ
る
時
は
、
他
の
諸
都
市
に
お
い
て
も
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
乾
燥
物

資
に
た
い
す
る
と
同
様
に
課
税
さ
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
（
8
2
）
　
ラ
ク
ダ
は
、
そ
れ
が
積
荷
を
し
て
い
て
も
空
瀞
で
あ
っ
て
も
、
躍
境
「

を
越
え
て
将
来
さ
れ
た
時
は
、
法
律
に
も
と
づ
い
て
、
ま
た
秀
れ
た
コ
ル
ブ
霧

ン
が
バ
ル
バ
ル
ス
に
宛
て
た
書
簡
の
中
で
決
定
し
た
よ
う
に
、
昏
ラ
ク
ダ
に
つ

い
て
ー
デ
ナ
リ
ー
が
課
せ
ら
れ
る
。

　
（
8
3
）
　
ラ
ク
ダ
の
皮
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
も
ま
た
課
税
さ
れ
な
い
。

　
（
8
4
）
　
牧
草
と
野
菜
（
P
）
と
は
、
そ
れ
が
商
贔
で
あ
る
か
ら
、
税
が
支
払

わ
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
（
8
5
）
　
女
奴
隷
に
た
い
す
る
税
は
、
法
律
が
明
白
に
決
定
し
た
よ
う
に
、
前

述
の
収
税
人
は
、
ー
デ
ナ
リ
ー
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
取
る
女
奴
隷
か
ら
、
醜
女

に
つ
い
て
ー
デ
ナ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。

　
（
8
6
）
　
ま
た
も
し
女
が
、
そ
れ
よ
り
少
く
取
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
彼
女

等
が
取
っ
て
い
る
だ
け
徴
収
す
る
。

　
（
8
7
）
　
プ
ロ
ソ
ズ
彫
像
か
ら
、
ブ
ロ
ン
ズ
と
同
様
に
徴
収
さ
れ
、
ま
た
各
彫

像
は
半
蹟
祷
の
割
禽
で
支
払
わ
れ
、
か
つ
2
体
の
彫
像
は
1
積
荷
の
割
合
で
支

払
わ
れ
る
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
（
8
8
）
　
塊
に
つ
い
て
、
私
は
次
の
こ
と
を
決
定
し
た
。

　
（
8
9
）
　
そ
れ
は
公
共
の
場
所
す
な
わ
ち
人
々
が
集
る
場
所
で
販
売
さ
れ
る
こ

と
、

　
（
9
0
）
　
ま
た
欝
己
の
消
費
の
た
め
に
購
入
す
る
タ
ド
モ
ル
人
達
は
い
．
か
な
る

者
も
、
法
穣
に
も
と
づ
い
て
ー
モ
デ
イ
ウ
ス
に
つ
い
て
ユ
イ
タ
リ
ア
・
ア
サ
リ

ー
を
支
払
う
こ
と
、

　
（
9
1
）
　
ま
た
タ
ド
モ
ル
で
採
取
さ
れ
る
塩
は
…
…
法
．
律
に
記
載
さ
れ
て
い
る
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よ
う
に
ー
ア
サ
リ
ー
、

　
（
9
2
）
　
ま
た
そ
れ
は
慣
習
に
し
た
が
っ
て
タ
ド
モ
ル
人
達
に
よ
っ
て
購
入
さ

れ
る
こ
と
。

　
（
9
3
）
　
緋
色
染
の
…
…
に
た
い
す
る
税
…
…

　
（
9
4
）
　
小
売
商
人
…
…
収
税
人
は
上
記
の
法
律
に
も
と
づ
い
て
徴
収
す
る
。

　
（
9
5
）
　
毛
皮
か
ら
、
輸
入
に
た
い
し
て
彼
は
2
ア
サ
リ
ー
を
徴
収
す
る
。
か

つ
輸
出
に
た
い
し
て
…
…

　
（
9
6
）
　
家
畜
を
牧
畜
の
た
め
に
国
境
外
か
ら
将
来
す
る
考
は
い
か
な
る
者
も
、

課
税
さ
れ
る
。

　
（
9
7
）
　
あ
る
い
は
も
し
タ
ド
モ
ル
領
域
内
に
（
？
）
勇
毛
の
た
め
に
将
来
す

る
時
は
・
、
：
：
諜
競
さ
れ
な
い
…
…

　
（
9
8
）
　
牧
畜
税
は
住
民
に
は
課
せ
ら
れ
な
い
が
、
国
境
外
か
ら
牧
畜
の
た
め

に
将
来
さ
れ
る
象
驚
に
は
、
法
律
に
し
た
が
っ
て
ー
デ
ナ
リ
ー
が
課
せ
ら
れ
る

こ
と
を
決
定
し
た
。

　
（
9
9
）
　
収
税
人
は
も
し
彼
が
望
む
な
ら
ば
、
輸
入
さ
れ
た
家
畜
に
烙
印
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
（
ギ
リ
シ
ア
語
）

　
パ
ル
ミ
ラ
語
（
1
6
）
1
（
6
2
）
と
聴
感

　
（
蜘
）
　
…
…
支
払
わ
な
い
者
か
ら
い
か
な
る
者
で
あ
っ
て
も
、
収
税
人
は
担
臆

保
を
取
る
…
・
：

　
　
エ

　
　
（
0
）
　
収
税
人
は
2
倍
網
当
の
も
の
を
充
分
な
担
保
と
し
て
取
る
こ
と
が
で

　
　
一

　
き
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
収
税
人
の
も
と
へ
2
倍
の
分
だ
け
持
込
ま
ね
ば
な
ら
な

　
い
。

　
　
（
2
0
1
）
　
い
か
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
収
税
人
が
何
人
か
を
訴
え
、
ま
た
い
か

．
な
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
収
税
人
が
何
人
か
か
ら
訴
え
ら
れ
た
碍
は
、
そ
の
こ
と

　
に
つ
い
て
、
パ
ル
ミ
ラ
に
お
い
て
任
命
さ
れ
た
ロ
ー
マ
の
司
政
密
（
フ
の
）
に
よ

　
つ
て
裁
判
が
開
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
（
0
3
）
収
税
人
は
（
税
を
）
支
払
わ
な
い
人
々
か
ら
、
彼
自
身
あ
る
い
は
そ

　
　
一

　
の
代
理
人
に
よ
っ
て
担
保
を
取
る
権
利
を
も
つ
て
い
る
。

　
　
（
4
0
！
）
　
ま
た
も
し
そ
の
担
保
が
三
日
以
内
に
受
出
さ
れ
な
け
れ
ば
、
収
税
人

　
は
そ
れ
ら
を
売
却
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
…

　
　
（
0
5
）
公
共
の
広
場
に
お
い
て
、
好
策
（
掛
値
？
）
な
く
売
ら
れ
る
（
2
）

　
　
1

　
●
　
噌
　
，
　
●
　
，
　
孕

　
　
（
0
6
）
　
も
し
…
…
収
税
人
に
管
理
す
る
よ
う
引
渡
さ
れ
た
…
…
売
ら
れ
た
時

　
　
1

　
は
法
律
に
し
た
が
っ
て
…
…
認
め
ら
れ
る
。

　
　
（
7
0
1
）
　
倉
庫
…
…
カ
エ
サ
ル
の
水
源
（
複
数
）
が
収
税
人
に
：
・
：
・
与
え
ら
れ

　
る
（
p
）
。

　
　
（
0
8
）
　
し
か
し
何
物
も
受
取
ら
な
け
れ
ば
…
…

　
　
1

　
　
（
梱
）
　
…
…
2
倍
の
分
だ
け
罰
を
課
す
…
…
認
め
ら
れ
て
い
る
。

　
　
パ
ル
ミ
ラ
蕪
㎎
（
6
3
）
i
（
9
9
）
　
と
同
一
文
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A・D・一三三七年の「パルミラ1灘税法」について（小玉）

　
解
説

　
1
　
序
文
　
（
2
－
1
3
）
　
こ
れ
は
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
の
冒
頭
に
お
か
れ
、
関

税
法
欄
定
の
主
体
（
2
－
4
）
、
制
…
定
理
由
（
5
－
7
）
、
布
告
方
法
（
9
i
／
2
）
、

施
行
上
の
濫
慧
纂
項
（
1
3
）
な
ど
を
明
添
し
て
い
る
（
9
新
法
標
題
の
項
参
照
）
。

　
2
　
書
菰
四
　
本
文
は
パ
ル
ミ
ラ
語
と
ギ
リ
シ
ア
語
と
で
書
か
れ
、
醜
語
は
ほ

ぼ
適
確
に
対
訳
さ
れ
て
い
る
。
パ
ル
ミ
ラ
語
と
は
ア
ラ
ム
語
の
パ
ル
、
ミ
ラ
方
言

で
あ
り
、
パ
ル
ミ
ラ
特
有
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
表
記
さ
れ
る
。
こ
の
地
一
般

の
日
常
会
話
は
パ
ル
ミ
ラ
語
が
用
い
ら
れ
て
い
た
の
で
、
私
的
碑
文
の
大
部
分

は
パ
ル
ミ
ヲ
語
で
霞
か
れ
て
い
る
が
、
ロ
…
マ
の
東
方
政
策
の
影
響
に
よ
っ
て

政
治
用
語
は
殆
ん
ど
ギ
リ
シ
ア
語
で
あ
り
、
公
文
書
は
多
く
ギ
リ
シ
ア
語
で
書

か
れ
、
ま
た
ラ
テ
ン
語
が
胴
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
関
税
法

の
よ
う
に
一
般
に
布
告
す
る
法
令
は
両
語
が
用
い
ら
れ
、
か
か
る
例
は
パ
ル
ミ

ラ
碑
文
に
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。

　
3
　
布
奢
年
月
日
　
（
2
）
　
西
紀
二
二
七
年
四
月
十
八
口
。
パ
ル
ミ
ラ
で
は

紀
元
前
潔
ニ
ニ
年
十
月
一
碍
に
は
じ
ま
る
セ
レ
ウ
3
ス
朝
総
元
を
採
…
忘
し
た
。

　
4
．
学
名
　
元
老
院
が
最
高
の
政
治
機
関
で
あ
り
、
会
議
に
は
議
長
と
書
記

の
ほ
か
二
名
の
執
政
官
が
参
加
し
た
（
3
）
。
　
醤
記
は
「
人
民
」
の
代
表
と
し

て
潴
わ
っ
た
の
で
、
　
「
元
老
院
と
人
斑
」
の
書
記
と
呼
ば
れ
た
。
二
名
の
執
政

窟
は
ロ
ー
マ
の
血
§
ノ
．
三
甘
器
決
。
ヨ
義
○
に
相
嵩
し
、
ボ
ス
ツ
ラ
な
ど
オ
リ

エ
ン
ト
の
ギ
リ
シ
ア
脇
戸
都
雷
…
に
そ
の
棚
門
が
み
え
る
。
ま
た
施
僧
宵
…
は
軍
隊
を
指

揮
す
る
将
軍
（
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
）
の
役
割
を
演
じ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
執
政
官
の
下
に
は
十
大
官
と
理
華
窟
が
い
て
実
際
政
治
に
当
っ
た
（
／
3
）
。
十

大
官
は
ギ
リ
シ
ア
諸
都
市
に
お
け
る
鳥
①
8
影
勺
ほ
ヨ
戸
あ
る
い
は
α
④
o
伊
賢
O
け
窃

に
網
製
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、
徴
税
と
財
政
上
の
赤
字
処
理
と
の
責
任
を
も

つ
財
務
嘗
で
あ
る
。
理
事
官
は
ロ
ー
マ
皇
帝
あ
る
い
は
シ
リ
ア
総
督
と
、
た
と

え
ば
立
法
な
ど
の
際
に
事
前
に
接
記
す
る
渉
外
宮
で
あ
る
。
ま
た
収
税
人
は
執

政
官
と
の
契
約
に
も
と
づ
い
て
、
徴
税
実
務
を
講
負
っ
た
。
収
税
人
が
「
法
と
贋

習
に
し
た
が
っ
て
し
徴
収
し
た
と
い
う
の
は
、
徴
税
は
原
則
と
し
て
徴
税
法
に

も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
が
、
そ
こ
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
慣
轡
に
し
た

が
っ
て
徴
収
し
た
こ
と
を
意
屈
す
る
（
6
）
。
　
こ
の
よ
・
）
な
徴
税
講
負
糊
度
は

収
税
人
の
不
当
行
為
、
収
税
人
と
商
人
と
の
紛
争
な
ど
多
く
の
弊
害
を
生
じ
た

（
3
0
収
税
人
の
権
限
の
項
参
照
）
。

．
以
上
は
明
ら
か
に
ロ
；
マ
共
和
政
治
組
織
の
模
倣
で
あ
る
が
、
収
税
人
を
除

く
政
治
上
の
権
力
的
地
位
は
、
い
ず
れ
も
有
力
な
隊
商
指
導
者
あ
る
い
は
経
営

者
の
名
誉
職
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
5
　
人
名
　
（
3
）
　
パ
ル
ミ
ラ
市
昆
は
セ
ム
族
を
母
胎
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
他
バ
ル
テ
イ
ァ
人
、
ギ
リ
シ
ア
人
、
ロ
ー
マ
人
も
轡
住
し
、
そ
れ
ら
の
間
に

混
血
も
あ
っ
て
複
雑
な
品
種
構
成
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
イ
ラ
ン
人
種

で
あ
る
バ
ル
テ
イ
ア
人
だ
け
は
同
胞
視
さ
れ
た
が
、
ギ
リ
シ
ア
人
は
異
邦
人
視

さ
れ
、
都
市
内
に
特
定
の
居
住
区
域
が
設
け
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
人
名
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は
セ
ム
系
を
主
と
し
、
イ
ラ
ン
、
ギ
リ
シ
ア
、
ラ
テ
ン
系
の
も
の
が
み
ら
れ
た

が
、
と
く
に
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
帝
蒔
代
以
後
、
パ
ル
ミ
ラ
と
ロ
ー
マ
と
の
関
係
が

緊
密
に
な
る
と
と
も
に
ラ
テ
ン
系
が
多
く
な
り
、
セ
ム
系
の
名
の
上
に
ロ
ー
マ

の
家
族
名
を
つ
け
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

6
夢
・
ア
シ
占
轟
殿
（
駕
）
ラ
ブ
・
ア
シ
ー
￥
％
り
〉
縦

　
P
り
　
、
、
高
彗
無
§
は
「
捕
虜
の
長
」
の
意
味
を
も
つ
魔
神
で
、
そ
の
信
義
は

南
部
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
グ
ノ
ー
シ
ス
教
マ
ン
ダ
や
派
の
記
録
に
う
か
が
わ
れ
る
。

　
7
　
積
載
鐙
　
（
1
4
）
　
薪
車
1
台
の
鎖
荷
は
ラ
ク
ダ
の
積
祷
の
4
倍
と
し
て

確
定
さ
れ
る
。
ま
た
（
2
4
…
3
4
）
に
よ
り
ロ
バ
の
積
荷
は
ラ
ク
ダ
の
稜
荷
の
半

分
と
し
て
算
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
解
る
（
結
語
雛
り
頁
参
照
）
。
す
な
わ
ち
パ

ル
ミ
ラ
隠
蟹
は
ラ
ク
ダ
の
積
祷
を
基
準
と
す
る
従
量
税
で
あ
る
。
そ
し
て
ラ
ク

ダ
の
積
荷
は
誌
研
～
窃
O
キ
ロ
グ
ラ
ム
と
考
え
ら
れ
る
。
（
1
4
）
は
あ
ら
ゆ
る
種

類
の
商
品
に
適
謂
さ
れ
る
一
般
的
規
則
で
あ
る
か
ら
、
新
法
標
題
（
1
5
）
に
続

く
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
こ
れ
が
（
1
5
）
「
に
先
ん
じ
て
い
る
の
は
、
刻

丈
に
あ
た
っ
て
碑
の
空
白
部
分
を
利
用
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
後
か
ら
書
き
加

え
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
8
　
通
貨
　
パ
ル
ミ
ラ
で
は
、
ド
ラ
ク
メ
銀
貨
、
当
2
ド
ラ
ク
メ
銀
貨
、
各

種
の
オ
ボ
ー
ル
銀
貨
（
ド
ラ
ク
メ
貨
の
1
百
）
を
含
む
パ
ル
テ
イ
ア
貨
幣
の
流

通
も
み
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
関
税
法
で
は
す
べ
て
ロ
ー
マ
貨
…
幣
に
藁
い

て
い
る
。
μ
i
マ
の
デ
ナ
リ
ウ
ス
金
貨
は
ロ
ー
マ
帝
国
が
東
方
諸
州
で
流
通
さ

せ
る
た
め
に
打
刻
し
た
も
の
で
、
パ
ル
テ
イ
ァ
の
重
量
不
足
の
ド
ラ
ク
メ
銀
貨

の
下
落
に
拍
車
を
か
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
当
然
存
在
し
た
と
推
測
さ
れ
る
両

替
所
に
つ
い
て
は
未
だ
史
料
が
現
わ
れ
て
い
な
い
。
当
時
の
ー
デ
ナ
リ
ウ
ス
の

価
値
は
4
セ
ス
テ
ル
テ
イ
、
ま
た
1
6
ア
ス
に
糧
燕
す
る
。
ア
サ
リ
ウ
ス
は
ギ
リ

シ
ア
風
の
も
の
で
、
ア
ス
に
準
拠
す
る
が
等
価
値
で
な
く
、
ー
ア
サ
リ
…
は
ー

デ
ナ
リ
ウ
ス
叙
…
貨
の
一
｛
2
4
で
あ
る
。

　
9
　
覇
法
標
題
　
（
1
、
1
5
）
（
1
）
は
第
二
部
お
よ
び
第
一
二
部
の
上
に
大
き

い
字
で
2
行
に
書
か
れ
て
い
る
（
図
工
参
照
）
。
こ
れ
は
全
体
の
冒
頭
に
記
さ
れ

た
、
い
わ
ば
献
辞
で
あ
り
、
か
つ
新
法
標
題
と
し
て
く
1
5
）
の
パ
ル
ミ
ラ
語
に
た

い
す
る
ギ
リ
シ
ャ
語
部
分
に
当
る
と
思
わ
れ
る
が
、
混
交
の
闇
に
は
正
確
な
対

訳
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
の
中
で
は
他

に
例
を
み
な
い
執
政
官
の
L
・
ア
ェ
リ
ウ
ス
・
カ
エ
サ
ル
、
P
・
コ
エ
リ
ゥ

ス
・
バ
ル
ビ
ヌ
ス
に
つ
い
て
は
明
ら
か
で
な
い
が
、
．
（
1
）
は
当
時
の
パ
ル
ミ

ラ
と
ロ
ー
マ
と
の
関
係
を
知
る
好
史
料
を
な
し
て
い
る
（
結
語
2
2
頁
参
照
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
（
1
5
）
　
は
第
二
部
の
は
じ
め
、
三
つ
の
欄
に
わ
た
っ
て
大
き
い
字
で
一
行
に

書
か
れ
て
い
て
、
こ
の
標
題
の
あ
と
に
ニ
ニ
七
年
四
月
十
八
臼
制
定
の
新
法

（
1
6
－
5
4
）
が
続
く
。

　
序
文
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
、
こ
の
関
税
法
は
新
法
と
旧
法
と
を
併
記
す
る

（
1
2
）
。
．
そ
し
て
そ
の
両
法
は
「
ハ
ド
リ
ア
ナ
・
タ
ド
モ
ル
の
税
関
と
ア
エ
リ
ウ

ス
・
カ
エ
サ
ル
の
水
源
と
の
徴
税
法
」
と
い
う
標
題
（
1
5
）
と
、
　
「
総
督
マ
リ
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A。】）。一一三三．七孟搭の「パルミラ関門触法」について（小三藍）

ヌ
ス
の
箭
で
取
決
め
ら
れ
た
徴
税
請
負
契
約
に
も
と
ず
く
タ
ド
モ
ル
徴
税
法
な

ら
び
に
都
市
と
そ
の
領
域
内
と
に
あ
る
水
源
と
塩
と
に
た
い
す
る
徴
税
法
」
と

い
う
標
題
（
5
5
）
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か

る
に
新
法
、
旧
法
が
い
ず
れ
の
部
分
に
当
る
か
、
ま
た
（
0
9
0
1
0
1
1
）
の
部
分
は

そ
れ
ま
で
の
部
分
と
は
形
式
、
文
体
も
異
っ
て
法
の
注
解
（
磐
別
条
例
）
と
思

わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
新
法
、
旧
法
の
い
ず
れ
に
属
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
判
然

と
せ
ず
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
従
来
三
つ
の
冤
解
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち

　
ω
　
旧
法
、
新
法
、
新
法
豊
漁

　
　
O
げ
暮
。
辞
㍗
ゆ
．
り
○
げ
。
ジ
◎
．
ぎ
切
9
首
鉱
。
霧
自
Φ
℃
巴
ε
《
H
o
．
℃
霞
β

　
　
日
⑩
卜
⊃
込
。
●
や
ト
。
¢
。
塗

　
②
　
新
法
、
旧
法
、
薪
法
注
解

　
　
U
答
富
嵩
げ
①
お
①
さ
毛
こ
○
は
。
⇒
江
ω
○
喉
即
0
9
H
轟
。
。
o
瓢
℃
賦
9
お
ω
ω
の
冨
9
伊
ρ

　
　
U
o
帯
虹
σ
q
讐
お
O
伊
く
〇
一
類
讐
翼
ρ
①
卜
⊃
P
や
ω
ω
彪
ニ
ピ
O
Q
。
。

　
㈲
　
新
法
、
旧
法
、
暇
法
油
解

　
　
頃
曾
凱
。
お
噛
■
○
こ
肖
器
鼠
。
・
篇
触
二
昌
。
。
8
貯
。
℃
o
＝
怠
ρ
二
〇
〇
け
ひ
8
】
6
琵
だ
自
0

　
　
9
勺
鉱
影
団
H
ρ
℃
鴛
β
お
曽
・
や
Q
。
ω
津
。
り
¢
属
照
缶
‘
ピ
。
。
障
夢
叶
鼻
“
o

　
　
℃
巴
ヨ
鴇
p
o
弓
団
江
2
図
誕
芦
H
O
凸
．
や
窃
朝
蹄

　
　
①

で
あ
る
。
こ
の
三
者
に
つ
い
て
の
解
決
に
は
二
つ
の
設
題
と
序
文
と
が
極
め
て

難
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
。

　
ま
ず
標
題
に
つ
い
て
み
る
と
、
　
「
タ
ド
モ
ル
」
は
古
称
で
あ
り
、
ア
ラ
ビ
ア

人
の
間
で
は
現
在
に
罵
る
ま
で
驚
い
ら
れ
て
い
る
呼
名
で
あ
る
が
、
　
「
ハ
ド
リ

ァ
ナ
」
と
は
一
二
九
年
ハ
ド
ジ
ア
ヌ
ス
の
パ
ル
ミ
ラ
訪
日
門
の
際
に
つ
け
ら
れ
た

　
　
　
　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

名
称
で
あ
る
。
新
法
の
制
定
は
二
二
七
年
の
こ
と
で
、
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の

間
に
パ
ル
ミ
ラ
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
に
よ
っ
て
美
化
さ
れ
、
パ
ル
ミ
ラ
人
は
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

に
た
い
し
て
歓
喜
の
意
を
表
わ
し
て
い
る
。
そ
し
て
新
法
は
お
そ
ら
く
ハ
ド
リ

ア
ヌ
ス
の
一
般
政
策
に
応
じ
て
発
布
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
標

題
に
み
ら
れ
る
名
称
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
前
者
が
新
法
で
あ
る
。

　
次
に
序
文
に
示
さ
れ
た
新
法
制
定
の
継
漆
を
こ
こ
に
繰
返
す
な
ら
ば
、

　
1
、
パ
ル
ミ
ラ
元
老
院
が
制
定
、
施
行
の
巻
斗
を
有
す
る
こ
と
、

　
2
、
旧
法
に
記
載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
商
人
と
収
税
人
と
の
問
の
紛

争
の
原
因
を
な
し
た
多
数
の
品
目
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、

　
3
、
斎
贔
回
に
は
慣
習
に
し
た
が
っ
て
税
率
を
定
め
る
こ
と
、
で
あ
る
。
と

こ
ろ
で
（
5
5
）
の
標
題
は
関
税
法
制
定
に
当
っ
て
ロ
ー
吋
、
の
総
督
の
支
配
を
認

め
て
い
る
。
ま
た
こ
の
標
題
の
下
で
は
乾
燥
物
資
と
緋
色
染
の
羊
毛
の
み
に
つ

い
て
述
べ
、
　
「
ま
た
収
税
人
は
上
記
の
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
覆
類
の
商
晶
か
ら
徴

収
す
る
」
　
（
5
8
）
と
し
て
、
こ
れ
ら
二
商
品
以
外
の
贔
冒
に
つ
い
て
の
規
定
が

存
窪
し
た
こ
と
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
明
細
を
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
れ
は
旧
法

に
先
立
っ
て
新
法
を
刻
み
、
税
率
に
変
動
の
あ
っ
た
品
麟
の
み
を
照
法
と
し
て

残
し
、
他
は
す
べ
て
省
略
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
の
省
略
さ
れ
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た
品
霞
の
数
は
、
新
法
に
お
い
て
列
挙
さ
れ
た
も
の
よ
り
少
な
か
っ
た
に
ち
が

い
な
い
。

　
ま
た
新
法
が
旧
法
に
続
い
て
刻
ま
れ
た
と
す
れ
ば
、
新
法
に
お
い
て
こ
の
こ

商
品
の
税
率
が
2
倍
に
引
上
げ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
（
1
5
）
の
標
題

の
下
で
は
保
護
関
税
の
性
質
が
認
め
ら
れ
、
そ
れ
は
ロ
ー
マ
の
総
督
の
干
渉
を

う
け
た
旧
法
よ
り
も
パ
ル
ミ
ラ
元
老
院
の
責
任
に
お
い
て
制
定
さ
れ
た
新
法
の

趣
旨
に
適
合
す
る
（
結
語
一
μ
。
。
頁
参
照
）
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
内
容
の
点

か
ら
み
て
も
（
！
6
…
5
4
）
が
新
法
で
あ
り
、
　
（
5
6
－
6
2
）
が
償
法
で
あ
る
。

　
先
き
に
あ
げ
た
三
つ
の
組
合
せ
の
う
ち
、
第
一
の
組
合
せ
を
主
張
す
る
シ
ヤ

ボ
ー
に
よ
れ
ば
、
マ
リ
ヌ
ス
は
新
法
制
定
籔
時
の
シ
リ
ア
総
督
で
、
　
「
総
督
の

前
で
取
決
め
ら
れ
た
徴
税
講
負
契
約
」
と
は
序
文
に
い
う
「
新
　
し
い
契
約
」
で

あ
り
、
そ
し
て
「
す
べ
て
の
他
の
商
品
は
上
詑
の
よ
う
に
課
税
さ
れ
る
」
と
い

う
表
現
に
つ
い
て
は
、
新
法
で
は
二
商
品
以
外
は
す
べ
て
旧
法
に
お
け
る
税
率

が
存
続
し
た
と
解
釈
す
る
。
し
か
し
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
一
三
七
年
置
シ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

ア
総
督
は
マ
リ
ヌ
ス
で
な
く
、
そ
の
他
の
点
に
つ
い
て
も
以
上
述
べ
来
た
っ
た

理
由
に
よ
っ
て
採
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
1
0
　
奴
隷
　
（
1
6
1
1
9
）
　
原
文
で
は
奴
隷
は
男
性
形
ヘ
ォ
や
δ
v
Ψ
k
莉
ミ
貯
嚇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
‘
　
　
．
　
8

で
表
わ
さ
れ
る
が
、
と
く
に
性
と
関
係
は
な
く
、
奴
隷
に
関
す
る
徴
税
に
つ
い

て
三
つ
の
場
合
を
あ
げ
て
い
る
。

　
ユ
、
奴
隷
の
輸
入
に
あ
た
っ
て
億
2
2
デ
ナ
リ
ー
。

　
2
、
バ
ル
ミ
ラ
に
お
け
る
士
冗
却
に
つ
い
て
乗
経
験
奴
籍
…
は
1
3
デ
ナ
リ
ー
、
経

験
奴
隷
は
1
0
デ
ナ
リ
i
。

　
3
、
パ
ル
ミ
ラ
に
お
い
て
購
入
さ
れ
た
奴
隷
の
輸
出
に
あ
た
っ
て
は
1
2
デ
ナ

3
。

　
ロ
ー
マ
帝
圃
に
お
け
る
経
験
奴
隷
す
な
わ
ち
経
験
年
数
’
年
以
上
の
奴
隷
は
、

未
経
験
奴
隷
す
な
わ
ち
経
験
年
数
一
年
以
内
の
奴
隷
と
異
り
、
ロ
ー
マ
法
に
よ

っ
て
免
税
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
巾
告
さ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、
パ
ル
、
・
・
う

で
は
両
者
に
つ
い
て
税
率
以
外
に
何
ら
の
区
刷
も
な
い
。
の
ち
パ
ル
ミ
ラ
の
有

力
者
の
中
に
は
パ
ル
テ
イ
ァ
に
な
ら
っ
て
武
装
奴
隷
を
お
く
も
の
が
現
わ
れ
る

輪
パ
ル
ミ
ラ
の
誕
に
と
も
な
）
奴
隷
数
の
増
撫
と
馨
の
所
有
形
態
の
存

在
し
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　
1
1
　
乾
燥
…
物
資
　
（
2
0
－
2
2
）
　
乾
燥
物
資
と
は
お
そ
ら
く
ク
ル
ミ
、
フ
ス
ダ

シ
ウ
の
実
、
イ
ン
ゲ
ン
豆
、
マ
ツ
カ
サ
な
ど
の
乾
燥
し
た
木
の
実
を
い
う
。
要

す
る
に
人
間
と
ラ
ク
ダ
、
ロ
バ
な
ど
動
物
に
と
っ
て
の
賠
蔵
食
線
あ
る
い
は
燃

料
で
あ
り
、
今
田
で
も
シ
リ
ア
で
は
利
用
さ
れ
て
い
る
品
物
で
あ
る
（
2
6
乾
燥

物
資
の
項
参
照
）
。

　
1
2
　
緋
色
染
の
羊
毛
　
（
2
3
）
　
当
時
パ
ル
ミ
ラ
で
使
用
さ
れ
た
織
物
と
し
て

は
ギ
リ
シ
ャ
風
の
亜
麻
布
（
り
ん
ね
る
）
に
次
い
で
高
級
品
と
も
い
う
べ
き
毛

織
物
、
絹
織
物
が
あ
り
、
そ
の
ほ
か
羊
毛
あ
る
い
は
木
綿
糸
と
中
沼
の
絹
糸
と

で
織
合
さ
れ
た
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
嫁
衣
服
や
死
体
装
飾
に
利
用
さ
れ
た
の
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A・D・一・三．．ヒ年のrパルミラ関税法」について（小ヨ三）

で
あ
る
が
、
．
い
ず
れ
に
も
緋
色
の
も
の
が
か
な
り
あ
る
か
ら
、
果
し
て
厳
轡
に

羊
毛
に
限
定
さ
れ
た
の
か
疑
問
で
あ
る
。

　
シ
ジ
ア
で
は
古
く
か
ら
染
色
工
業
が
発
達
し
て
い
た
が
、
当
時
パ
ル
ミ
ラ
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

辺
に
は
多
数
の
緋
布
工
場
が
あ
っ
た
。
な
お
イ
ン
ド
で
も
羊
毛
の
緋
色
染
め
が

行
わ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
下
地
の
で
き
た
織
物
が
輸
入
さ
れ
る
こ
と

　
　
⑦

も
あ
り
、
中
国
の
絹
織
物
の
中
に
は
紅
海
を
通
り
、
テ
イ
ル
や
ベ
イ
ル
ー
ト
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

染
色
、
織
直
し
な
ど
加
工
さ
れ
て
か
ら
パ
ル
ミ
ラ
へ
入
る
も
の
が
あ
っ
た
（
2
7

緋
色
染
の
羊
毛
の
項
参
照
）
。

捻
香
油
（
圭
0
◎
2
2
）
巻
ぜ
嶋
看
§
、
慧
§
と
記
し
、
主
と
し

て
儀
式
に
用
い
ら
れ
た
。
パ
ル
ミ
ラ
人
の
取
扱
画
品
の
う
ち
で
も
主
要
な
も
の

で
、
お
そ
ら
く
イ
ン
ド
や
ア
ラ
ビ
ア
か
ら
運
ば
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ

に
は
高
級
品
と
普
通
晶
の
区
別
が
あ
り
、
前
者
は
細
長
い
着
の
つ
い
た
雪
花
石

膏
製
の
フ
ラ
ス
コ
び
ん
に
入
っ
て
い
て
、
そ
の
容
器
に
は
し
ば
し
ば
香
油
製
造

人
の
銘
が
記
さ
れ
た
。
後
者
は
小
売
り
さ
れ
、
皮
袋
に
入
っ
て
い
た
。
後
者
の

税
率
は
繭
者
の
一
｛
2
で
、
両
春
と
も
輸
出
税
は
輸
入
税
の
一
、
2
で
あ
る
（
3
5
香

油
の
項
参
照
）
。

14

I
リ
ー
ヴ
油
（
2
9
1
3
1
）
滋
罰
モ
心
嚢
N
§
・
と
記
し
、
香
油
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
　
ら
　
。

厳
格
に
区
別
さ
れ
る
。
輸
入
税
は
香
油
の
普
通
品
と
同
率
で
あ
る
が
、
香
油
の

場
合
と
異
っ
て
輪
…
出
税
と
輪
…
入
税
と
が
等
し
い
。

　
1
5
　
脂
肪
　
（
3
2
－
3
4
）
　
オ
リ
ー
ブ
油
と
隅
様
に
貯
蔵
食
糧
と
し
て
食
絹
に

供
せ
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
い
か
な
る
種
類
の
脂
紡
か
明
ら
か
で
な

い
。
輸
出
税
と
輸
入
税
と
が
等
し
く
、
油
と
同
率
で
あ
る
。

　
1
6
　
塩
灘
物
資
　
（
3
5
…
3
7
）
　
原
文
に
は
欠
損
が
多
い
が
、
艦
漬
の
魚
に
関

す
る
規
定
で
、
も
と
よ
り
貯
蔵
食
糧
で
あ
る
。
パ
レ
ス
テ
ィ
ナ
に
お
い
て
は
テ

イ
ベ
リ
ヤ
ス
湖
の
干
魚
あ
る
い
は
塩
魚
が
重
要
な
輸
出
晶
に
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
が
パ
ル
ミ
ラ
に
輸
入
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
輸
入
税
は
ラ
ク
ダ
の
積
荷

に
つ
き
1
0
デ
ナ
リ
ー
で
、
輸
繊
税
は
お
そ
ら
く
6
デ
ナ
リ
…
で
あ
る
。

　
1
7
　
獣
類
　
（
3
8
－
3
9
）
　
乗
用
と
し
て
も
利
用
で
き
る
獣
類
を
意
味
す
る
と

思
わ
れ
る
。

　
1
8
　
無
筆
　
（
4
0
…
4
4
）
　
原
文
に
欠
損
が
多
い
。
羊
は
一
匹
に
つ
き
輸
出
・

輸
入
と
も
に
ー
ア
サ
リ
ー
。
”
ラ
ク
ダ
に
適
用
さ
れ
る
と
思
わ
れ
る
も
の
が
3
ア

サ
リ
ー
。
次
い
で
2
ア
サ
リ
ー
y
最
後
に
ー
デ
ナ
リ
ー
の
税
が
記
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
対
象
品
隣
は
明
ら
か
で
な
い
（
4
4
家
畜
の
項
参
照
）
。

　
1
9
　
香
油
製
造
業
　
（
4
5
）
　
営
業
税
で
あ
る
。
パ
ル
ミ
ラ
語
で
は
明
ら
か
に

香
油
で
あ
る
が
y
ギ
リ
シ
ア
語
で
は
単
に
油
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
（
1
3
香

油
の
項
お
よ
び
1
4
オ
リ
…
ヴ
油
の
項
参
照
）
。

　
2
0
　
娼
婦
　
（
4
6
－
4
8
）
　
お
そ
ら
く
月
税
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
帝
国
に
お
い
て

は
、
娼
婦
は
そ
の
取
引
一
回
分
の
額
を
毎
月
徴
税
さ
れ
る
と
い
う
、
カ
リ
グ
ラ

に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
原
則
が
あ
り
、
こ
れ
に
も
と
ず
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
。
ギ
ジ
シ
ア
語
で
敵
す
べ
て
野
寝
℃
ミ
で
あ
る
の
に
た
い
し
、
パ
ル
、
、
・
ラ
語
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で
は
喜
宴
言
．
6
．
凝
の
二
つ
の
馨
る
蒙
用
い
ら
れ
て
い
・
。
が
、

そ
の
区
別
は
明
ら
か
で
な
い
（
4
0
娼
婦
の
項
参
照
）
。
隊
商
都
市
は
砂
漠
の
「
港

町
扁
で
あ
り
、
歓
楽
街
は
隊
商
人
を
呼
び
寄
せ
る
に
不
可
欠
の
も
の
で
あ
っ
た

に
ち
が
い
な
い
。

　
2
1
　
諸
悪
撒
莱
税
　
（
4
9
i
5
！
）
　
原
文
に
か
な
り
欠
損
が
あ
る
。
釜
店
舗
は
取

　
扱
商
温
に
掬
ら
ず
月
税
ー
デ
ナ
リ
ー
を
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い

る
。
パ
ル
ミ
ラ
周
辺
に
は
遊
牧
民
族
が
多
く
て
皮
革
の
取
引
は
盗
ん
で
あ
り
、

皮
革
は
主
に
天
幕
、
商
品
包
装
、
皮
袋
に
利
用
さ
れ
た
。
パ
ル
ミ
ラ
製
の
皮
草

で
も
販
売
す
れ
ば
課
税
さ
れ
た
。

　
被
服
商
人
は
そ
の
取
引
が
季
籔
に
よ
り
、
ま
た
隊
商
人
あ
る
い
は
遊
牧
民
の

一
時
的
流
入
に
よ
っ
て
大
き
な
変
動
を
う
け
た
の
で
、
そ
れ
に
即
訳
し
て
課
税

さ
れ
た
の
で
あ
る
（
3
8
ラ
ク
ダ
の
顔
、
4
3
諸
営
業
税
の
項
参
照
）
。

　
2
2
　
水
　
（
5
2
）
　
ギ
リ
シ
ア
語
文
に
の
み
「
一
年
に
つ
き
」
と
い
う
語
が
記

さ
れ
て
い
る
。
税
額
の
大
き
さ
か
ら
判
断
し
て
、
お
そ
ら
く
隊
商
の
ラ
ク
ダ
の

飲
料
、
土
地
の
灌
概
、
．
浴
場
経
営
な
ど
大
量
の
水
の
使
用
を
対
象
と
し
た
も
の

で
あ
る
（
3
1
水
の
項
参
照
）
。

　
2
3
　
牧
穫
物
　
（
5
3
）
　
お
そ
ら
く
新
し
い
収
穫
物
で
あ
る
が
、
税
率
は
1
！
の

乾
燥
物
資
の
1
万
で
あ
る
。
同
様
種
類
の
商
品
と
は
、
マ
グ
サ
そ
の
他
牧
草
を

さ
す
と
思
わ
れ
る
（
3
7
食
縄
の
項
参
照
一
）
。

　
鍵
　
駄
…
猷
　
（
5
4
）
　
空
荷
の
ラ
ク
ダ
に
た
い
す
る
税
は
、
慣
習
に
し
た
が
っ

て
慌
ハ
に
た
い
し
て
も
樋
様
に
課
せ
ら
れ
る
。
　
「
解
放
さ
れ
た
人
扁
と
は
解
放

奴
隷
の
こ
と
で
、
キ
リ
ク
ス
は
パ
ル
ミ
ラ
の
収
税
人
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
ロ
…

マ
の
シ
リ
ア
三
州
に
お
け
る
税
務
山
昌
と
田
心
わ
れ
る
（
3
8
ラ
ク
ダ
の
項
参
照
）
。

　
2
5
　
旧
法
標
題
　
（
5
5
）
　
こ
の
標
題
に
続
く
（
5
6
…
6
2
）
が
旧
法
で
あ
る
。

旧
法
が
非
常
に
短
い
の
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
新
法
の
中
に
そ
の
ま
ま
存
続
し

た
品
賭
が
硲
略
さ
れ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

　
標
題
に
み
え
る
「
マ
リ
ヌ
ス
鳳
に
つ
い
て
も
、
旧
法
の
制
定
年
代
に
つ
い
て

も
明
ら
か
で
な
い
。
た
だ
し
2
9
以
下
の
注
解
（
A
・
B
と
も
）
に
は
園
法
の
引

用
が
み
ら
れ
る
の
で
、
　
注
解
B
が
で
き
た
と
認
わ
れ
る
6
8
／
6
9
年
以
前
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
闘
違
い
な
い
。
す
な
わ
ち
網
法
．
は
こ
の
碑
女
中
の
最
古
の
部

分
で
あ
る
。

　
「
総
督
」
（
Z
〕
ノ
ご
配
づ
”
斗
奨
野
）
は
パ
ル
、
三
フ
と
収
税
人
と
の
闘
に
結

　
　
　
　
　
　
d
　
　
　
　
6
　
蜘
●

ば
れ
た
契
約
を
監
督
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
パ
ル
ミ
ラ
で
欄
定
さ
れ
た
法
律
の

実
施
に
は
総
督
の
承
誌
を
必
要
と
し
た
の
か
、
あ
る
い
は
総
督
か
ら
撫
令
さ
れ

た
法
律
に
パ
ル
ミ
ラ
が
無
条
件
に
服
従
し
た
の
か
、
い
ず
れ
と
も
判
断
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
重
要
な
こ
と
は
旧
法
制
定
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

て
ロ
ー
マ
の
総
督
が
干
渉
し
て
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

　
溺
　
乾
燥
物
資
（
旧
法
）
　
（
5
6
）
　
1
1
乾
燥
物
資
の
項
参
照
。

27
@
緋
色
染
の
羊
毛
（
腐
法
）
　
（
5
7
）
　
1
2
緋
色
染
の
羊
毛
の
項
参
照
、
．

114　（944）



A。D。一驚七年の「パルミラ1纂｝税法」について・（小三E）

　
器
　
　
塩
（
眼
㌦
試
）
　
（
5
9
1
6
2
）
　
原
口
又
に
は
欠
伸
駅
。
が
非
常
に
多
い
。
　
パ
ル
ミ
ラ

領
内
で
採
取
さ
れ
る
塩
も
、
輸
入
さ
れ
る
塩
と
同
様
、
ー
モ
デ
イ
ゥ
ス
に
つ
い

て
ー
ア
サ
リ
…
の
税
が
課
せ
ら
れ
る
。
パ
ル
ミ
ラ
の
塩
田
は
十
八
世
紀
に
も
周

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

西
諸
地
へ
の
供
給
源
を
な
し
て
い
た
（
4
2
塩
の
項
参
照
）
。

29

ｳ
法
注
解
A
（
o
o
l
o
9
）
パ
ル
ミ
ラ
文
は
な
く
、
ギ
リ
シ
ア
文
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

欠
幾
が
多
い
。
注
解
A
の
制
定
年
代
は
示
さ
れ
て
い
な
い
が
、
序
文
の
趣
旨
に

反
し
て
煩
雑
で
あ
り
、
か
つ
ロ
ー
マ
の
権
威
に
依
っ
て
い
る
か
ら
（
醜
）
、
　
新

法
注
解
で
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
ま
た
旧
法
の
引
用
が
み
ら
れ
る
の
で

（
0
6
）
、
暇
法
よ
り
後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
旧
法

1制
定
後
、
交
通
量
や
商
晶
醍
の
増
加
ひ
い
て
物
資
の
輻
蔭
に
伴
っ
て
、
収
税
人

の
不
当
行
為
や
そ
の
他
諸
種
の
紛
争
を
含
む
新
廓
態
が
生
じ
、
そ
の
解
決
の
た

め
に
陥
法
の
再
確
認
あ
る
い
は
新
規
定
が
、
ロ
ー
マ
の
総
督
に
よ
っ
て
特
別
条

例
す
な
わ
ち
旧
法
注
解
の
形
で
適
時
つ
け
潴
え
ら
れ
た
。
そ
れ
を
一
三
七
年
旧

法
改
訂
に
坐
っ
て
、
ま
と
め
て
附
録
と
し
て
加
え
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
こ
れ

ら
は
総
督
の
決
定
事
項
と
し
て
、
原
文
に
お
い
て
．
ギ
リ
シ
ア
諮
で
雷
か
れ
、
パ

ル
ミ
ラ
語
に
は
．
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
3
0
　
収
税
人
の
権
限
（
隔
法
注
解
A
）
　
（
1
0
1
1
0
）
　
群
i
マ
司
政
官
3
司
宰

烹
ミ
鴨
（
甘
ユ
良
。
霧
）
は
、
二
・
三
世
紀
を
逓
じ
て
パ
ル
ミ
ラ
に
駐
在
し
、
、
同
地

に
居
住
す
る
諸
人
種
闘
の
紛
争
や
、
法
の
適
用
か
ら
生
ず
る
係
争
を
調
停
し
た

　
　
　
　
⑪

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
パ
ル
ミ
ラ
駐
屯
の
ロ
ー
マ
軍
を
指
揮
し
て
都
市
の
秩
序
維

持
に
も
当
っ
た
が
そ
の
階
級
は
一
定
し
な
い
。
お
そ
ら
く
エ
ジ
プ
ト
の
ア
レ
キ

サ
ン
ド
リ
ア
駐
在
の
ロ
ー
マ
面
罵
官
と
類
似
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
3
1
　
水
（
旧
法
注
解
A
）
　
（
0
7
1
0
9
）
　
原
丈
が
殆
ん
ど
欠
損
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
1

水
源
（
複
数
）
の
使
懲
に
関
す
る
規
則
で
あ
り
、
規
剛
に
違
反
す
る
岩
に
た
い

し
て
税
額
の
2
倍
の
罰
金
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
が
解
る
。
こ
れ
は
相
当
数
の
違

反
者
が
存
在
し
た
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
（
2
2
水
の
項
参
照
）
。

　
3
2
　
旧
法
注
解
B
　
（
6
3
－
9
9
）
　
旧
法
注
解
A
と
同
様
に
ロ
ー
マ
総
督
が
決

定
し
た
特
別
条
例
で
あ
り
、
当
然
臓
法
の
注
解
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
新

法
、
隅
法
、
旧
法
注
解
A
の
よ
う
な
課
税
品
渇
あ
る
い
は
税
率
の
設
定
と
は
異

り
、
い
わ
ば
徴
税
に
あ
た
っ
て
の
苦
情
処
理
条
項
で
あ
り
、
再
興
や
交
体
も
著

　
　
　
　
　
　
　
⑧

し
く
相
違
し
て
い
る
。

　
旧
法
控
解
B
の
制
定
年
代
に
つ
い
て
は
正
確
に
は
分
ら
な
い
。
し
か
し
コ
ル

ブ
ロ
ソ
の
決
定
に
依
っ
て
て
い
る
か
ら
（
8
2
）
、
そ
の
総
督
職
が
終
る
6
6
年
以

後
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
ガ
イ
ウ
ス
総
軽
に
よ
っ
て

公
布
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
そ
の
総
督
在
職
期
闘
に
あ
た
る
6
8
－
6
9
年
に
綱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

定
年
代
を
置
く
の
が
妥
当
で
あ
る
。

　
旧
法
注
解
A
・
8
に
よ
れ
ば
、
ロ
ー
マ
の
シ
リ
ア
総
督
は
次
の
諸
問
題
に
つ

い
て
裁
決
命
令
し
て
い
る
。

　
誤
字
に
よ
っ
て
歪
曲
さ
れ
て
い
た
税
率
の
訂
正
（
7
4
）
、
　
徴
税
に
は
ロ
ー
マ

貨
幣
を
用
い
る
こ
と
の
再
挙
認
（
7
5
、
7
6
）
、
　
食
糧
に
つ
い
て
の
遜
過
税
の
設
115 （945）



定
（
7
9
）
、
都
市
内
に
お
け
る
食
糧
輸
送
に
た
い
す
る
免
税
（
8
0
）
、
マ
ッ
カ
サ

な
ど
に
た
い
す
る
他
の
譲
…
都
市
と
瞬
様
の
税
率
・
設
定
（
8
1
）
、
　
ラ
ク
ダ
に
た
い

す
る
通
行
税
の
設
定
（
8
2
）
、
ラ
ク
ダ
の
皮
の
免
税
（
8
3
）
、
牧
草
・
野
望
に
た

い
す
る
税
率
設
定
（
8
4
）
、
娼
婦
．
に
た
い
す
る
税
率
の
再
確
認
（
8
5
）
。

　
要
す
る
に
旧
法
制
定
後
の
漸
事
態
に
つ
い
て
、
ロ
ー
マ
の
シ
リ
ア
総
齊
は
先

任
者
の
決
定
購
項
と
シ
リ
ア
地
方
の
規
準
と
に
も
と
ず
い
た
処
理
を
し
た
の
で

あ
り
、
旧
法
お
よ
び
旧
法
注
解
で
は
一
切
の
権
限
が
ロ
：
マ
総
督
の
手
中
に
あ

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
3
3
　
奴
隷
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
6
3
－
7
0
）
　
原
文
に
欠
損
が
多
い
。
総
督
ガ
イ

ウ
ス
が
、
そ
の
支
常
置
に
あ
る
収
税
人
ア
ル
キ
ム
ス
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
、

奴
隷
の
輸
鐵
入
税
に
つ
い
て
の
慣
例
を
確
認
す
る
。
そ
の
内
容
は
1
0
奴
隷
の
項

と
同
様
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
3
4
　
羊
毛
（
旧
法
注
解
1
3
）
　
（
7
！
i
7
3
）
　
原
文
に
欠
損
が
多
い
。
イ
タ
リ
ア

羊
毛
は
輪
出
入
税
が
免
除
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
イ
タ
リ
ア
羊

毛
と
は
如
何
な
る
も
の
か
明
ら
か
で
な
い
（
1
2
、
2
7
緋
色
染
の
羊
毛
の
項
参

照
）
。

　
3
5
　
書
油
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
7
4
）
　
原
文
に
欠
損
が
多
い
。
山
羊
の
皮
袋
に

入
れ
て
輸
入
さ
れ
る
普
通
品
の
香
油
に
つ
い
て
、
収
税
人
が
契
約
書
の
写
し
に

お
い
て
犯
し
た
落
掌
が
指
摘
さ
れ
、
旧
法
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
1
3
デ
ナ
リ
ー

の
税
が
再
確
認
さ
れ
て
い
る
（
1
3
香
油
の
項
参
照
）
。

　
鐙
　
田
野
業
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
7
5
！
7
7
）
　
居
殺
は
神
殿
や
そ
の
他
公
共
の

場
所
で
行
わ
れ
て
も
徴
税
さ
れ
た
。
　
「
放
棄
さ
れ
た
動
物
」
と
は
屠
殺
場
へ
つ

れ
て
く
る
こ
と
の
で
き
な
い
老
令
あ
る
い
は
病
気
の
動
物
が
、
ま
た
肉
を
は
が

し
た
動
物
の
骨
を
さ
す
の
か
明
ら
か
で
な
い
が
、
と
に
か
く
そ
の
死
骸
が
免
税

と
な
る
こ
と
を
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
パ
ル
ミ
ラ
で
は
そ
の
蒔
ま
で
課
税
さ
れ

る
場
合
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
の
税
率
は
示
さ
れ
て
い
な
い

が
、
税
は
ア
サ
リ
ウ
ス
貨
幣
で
査
定
し
、
収
税
人
は
デ
ナ
リ
i
以
下
の
場
含
に
－

の
み
．
、
地
方
で
鋳
造
さ
れ
た
小
銅
貨
を
う
け
と
る
と
い
う
門
並
が
こ
こ
で
再
確

認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
税
率
は
大
き
な
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
同
時

に
か
か
る
原
則
が
再
確
認
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
査
定
の
方
法
に
混
乱
が
あ

っ
た
こ
と
を
思
わ
せ
る
。
新
法
で
は
（
4
9
、
5
0
）
に
属
し
て
い
る
（
2
1
諸
諸
営

業
税
の
項
参
照
）
。

　
ゲ
ル
マ
ニ
ク
ス
・
カ
エ
サ
ル
は
テ
イ
ベ
リ
ウ
ス
の
甥
で
、
養
子
と
な
り
、
十

七
年
よ
リ
シ
リ
ア
属
州
を
査
察
し
て
獄
i
マ
・
パ
ル
テ
イ
ァ
両
国
聞
の
友
好
関

係
を
樹
立
し
た
が
、
十
九
年
ア
ソ
テ
イ
オ
キ
ア
で
急
死
し
た
。

　
ス
タ
テ
イ
リ
ウ
ス
は
ロ
ー
マ
の
シ
リ
ア
地
方
税
務
嘗
。

　
3
7
　
食
糧
（
慨
法
注
解
B
）
　
（
7
8
－
8
1
）
　
ゲ
ル
マ
ニ
ク
ス
の
書
簡
に
属
す
る

も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
「
食
糧
」
と
は
新
法
で
は
2
3
収
穫
物
（
小
変
、
ブ
ド
ウ

瀬
、
ワ
ラ
な
ど
）
に
属
す
る
も
の
で
、
輸
嵐
入
が
国
境
を
越
え
る
場
合
は
課
税

さ
れ
る
が
、
パ
ル
ミ
ラ
領
内
で
は
免
税
と
な
る
。
　
「
マ
ッ
カ
サ
な
ら
び
に
墨
田

1玉6 （946），



A．i）。一高七年の「パルミラ関税法」について（小EIZ｛）

種
類
の
品
物
繍
は
新
法
で
は
1
1
乾
燥
物
資
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
他
の
纒

諸
都
市
」
と
は
シ
リ
ア
総
督
に
従
属
す
る
都
市
で
あ
る
。
パ
ル
、
三
フ
の
税
率
は

そ
れ
ら
と
同
様
で
あ
る
か
ら
普
通
額
と
い
え
る
。

　
3
8
　
ラ
ク
ダ
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
8
2
…
8
3
）
　
積
荷
に
た
い
す
る
税
は
駄
獣
に

た
い
す
る
税
を
含
ま
な
い
と
い
う
～
般
的
原
則
を
明
示
す
る
。
ラ
ク
ダ
の
皮
は

天
幕
や
商
品
包
装
な
ど
に
絹
い
ら
れ
た
（
2
4
駄
獣
の
項
参
照
）
。

　
コ
ル
ブ
ロ
ン
○
昌
ρ
○
環
。
。
O
o
B
津
貯
。
α
O
o
H
σ
巳
。
は
カ
ッ
パ
ド
キ
ァ
細
帯
を

経
て
、
お
そ
く
も
6
2
年
か
ら
6
6
年
ま
で
シ
リ
ア
地
方
知
事
で
あ
っ
た
。

　
パ
ル
バ
ル
ス
は
お
そ
ら
く
ロ
ー
マ
の
シ
リ
ア
地
方
税
務
官
。

　
3
9
　
牧
箪
：
野
菜
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
8
4
）
　
両
者
が
課
税
舛
象
品
で
あ
る
こ

と
を
示
す
。
税
率
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
が
、
新
法
で
は
（
2
3
収
穫
物
）
に

属
す
と
思
わ
れ
る
。

　
虞
0
　
婿
婦
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
8
5
、
8
6
）
　
2
0
娼
婦
の
項
（
薪
法
）
と
鰭
じ
内

容
で
あ
る
。

　
「
私
」
と
は
お
そ
ら
く
コ
ル
ブ
ロ
ン
の
轡
簡
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

　
4
1
　
彫
像
（
旧
法
注
解
β
）
　
（
8
7
）
　
ブ
ロ
ン
ズ
像
は
ギ
リ
シ
ア
あ
る
い
は
キ

プ
μ
ス
か
ら
輸
入
さ
れ
た
。
牧
草
と
同
様
、
課
税
対
象
品
で
あ
る
こ
と
を
述
べ

る
の
み
で
税
率
を
示
し
て
い
な
い
。
1
稜
荷
、
半
積
荷
と
は
明
ら
か
に
ラ
ク
ダ

の
稜
荷
で
あ
り
、
ブ
ロ
ン
ズ
像
も
従
量
税
が
課
せ
ら
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

漸
法
で
の
帰
属
は
明
ら
か
で
な
い
。

　
4
2
　
塩
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
8
8
1
9
2
）
　
パ
ル
ミ
テ
で
は
す
べ
て
の
他
の
地
方

に
お
け
る
と
同
様
に
塩
の
蛇
毒
は
公
開
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
各
人
は
ー

モ
デ
イ
ウ
ス
の
塩
に
つ
い
て
ー
ア
サ
リ
ー
の
税
を
支
払
う
こ
と
を
定
め
る
。
前

者
は
ロ
ー
マ
帝
国
の
塩
の
専
売
制
に
従
っ
て
お
り
、
塩
の
公
売
を
特
記
し
て
い

る
の
は
パ
ル
ミ
ラ
に
お
け
る
闇
塩
の
流
用
を
示
す
も
の
で
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。
パ
ル
ミ
ラ
で
採
取
さ
れ
る
塩
は
税
が
あ
ら
か
じ
め
査
定
さ
れ
、
そ
れ
が
支

払
わ
れ
た
後
に
自
由
に
取
引
さ
れ
た
（
2
8
塩
の
項
参
照
）
。

　
4
3
　
諸
営
業
税
（
照
法
注
解
B
）
　
（
9
3
1
9
5
）
　
原
文
に
欠
損
が
多
い
。
緋
色

染
の
衣
服
、
被
服
商
人
、
皮
革
に
た
い
す
る
課
税
に
つ
い
て
述
べ
る
（
2
1
諸
営

業
税
の
項
参
照
）
。

　
4
4
　
家
畜
（
旧
法
注
解
B
）
　
（
9
6
；
9
9
）
　
家
畜
の
輸
入
に
は
原
則
と
し
て
課

税
さ
れ
る
が
、
羊
の
場
合
、
そ
れ
が
勢
毛
を
唯
一
の
日
的
と
す
る
輸
入
で
あ
れ

ば
免
税
に
な
る
。
パ
ル
ミ
ラ
文
の
最
後
の
節
は
判
読
で
き
な
い
が
、
ギ
リ
シ
ア

交
に
よ
っ
て
推
測
で
き
る
（
1
8
家
畜
の
項
参
照
）
。

結

語

　
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
は
、
「
序
文
」
に
続
く
「
新
法
」
、
「
旧
法
」
お
よ
び
「
旧

法
注
解
鳳
と
か
ら
な
り
、
「
旧
法
注
解
鳳
は
作
者
、
年
代
を
異
に
す
る
二
つ
の
部

分
に
区
卜
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
こ
れ
ら
は
す
べ
て
一
朝
一
夕
に
作

ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
パ
ル
ミ
ラ
を
中
心
と
す
る
隊
商
交
易
の
永
年
に
わ
た
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26　　乾燥物資
27　緋色染の：羊毒

塩28

水31

30　収税人の権限

奴　　　隷

食糧の一部

羊　　　毛

香　　　油

33

R7

R4

R5

畜家

難
業
税
　
部
菜
ダ
像

殺
詳
鞭
・
∵

姻
㎜
諮
下
痢
　
　
食
牧
ラ
　
。
フ

44

@
　
4
0
3
6
4
3
　
3
7
3
9
3
8
4
1
4
2

奴　　隷
乾燥物資
緋色染の羊毛

霜　　糠
蝦ジ’一ヴ油

脂．　　肪

塩漬物資
獣　　類
家　　蓄
香油製造業

娼　　婦

諸営業税

　水
収獲物

10

P1

P2

P3

14

15

16免

17

／8

19

20

獣駄

21

Q2

Q3

Q4

る
発
展
に
伴
っ
て
一
定
の
日
当
が
生
じ
、
そ
れ
が
成
文
化
し
て
「
鷺
法
」
と
な

り
、
さ
ら
に
交
易
が
活
淡
化
す
る
と
、
新
し
い
商
品
や
問
題
が
発
生
し
て
注
解

が
附
加
さ
れ
た
。
交
通
量
の
増
大
は
や
が
て
そ
の
注
解
を
も
不
充
分
な
も
の
と

し
、
ロ
ー
マ
の
棄
方
政
策
と
も
相
倹
っ
て
一
三
七
年
の
「
旧
法
改
訂
」
す
な
わ

ち
「
新
法
制
定
」
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
　
「
関
税
法
」
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
項

巨
を
表
に
よ
っ
て
分
類
す
る
と
上
の
よ
う
に
な
る
。
．

　
そ
こ
で
「
新
法
」
と
「
旧
法
扁
と
の
比
較
を
中
心
に
し
て
、
こ
の
「
関
税
法
」

が
有
す
る
意
義
を
検
討
し
た
い
。

　
第
一
は
、
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
は
基
本
的
に
は
ロ
ー
マ
蒋
国
の
そ
れ
と
同
様
に

財
政
関
税
で
あ
る
が
、
と
く
に
新
法
は
保
護
関
税
の
性
格
を
帯
び
、
ま
た
収
益

が
都
市
の
金
庫
に
納
入
さ
れ
る
都
市
税
を
な
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
た
だ
し
新
法
が
適
絹
さ
れ
る
関
税
領
域
な
い
し
関
税
線
は
翔
下
の
と
こ
ろ
判

明
し
な
い
。
都
市
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
現
在
の
慧
趾
を
中
心
と
す
る
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
が
、
境
界
は
こ
れ
よ
り
遙
か
に
広
い
地
域
に
わ
た
っ
た
に
相
違
な

Pし　
旧
法
注
解
（
7
9
）
で
は
駄
獣
に
た
い
し
て
空
荷
、
積
荷
に
拘
ら
ず
、
ユ
デ
ナ

リ
ー
の
固
定
し
た
鱗
粉
税
が
課
せ
ら
れ
、
そ
れ
は
麟
祷
に
た
い
す
る
税
に
含
ま

れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
新
法
で
は
墨
壷
に
た
い
す
る
税
に
通
行
税
が
含
ま
れ
て

い
る
。
し
た
が
っ
て
新
法
で
は
窒
荷
の
駄
獣
に
た
い
し
て
の
み
遜
行
税
が
課
ぜ

ら
れ
た
こ
と
に
な
る
（
5
4
）
。
　
（
1
3
）
と
（
3
2
）
の
間
に
み
ら
れ
る
税
率
2
5
、
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13
　1

7
デ
ナ
リ
…
は
、
い
ず
れ
も
ー
デ
ナ
リ
ー
の
通
行
税
を
含
ん
だ
も
の
で
あ

脂オ乾品
　り燥
　t　ヴ物
肪油資1目

ラ
ク
ダ
の
驚
騨
何

13　13　　　　　3

　　　　　デ

〃　ノノ　ナ

　　　　　リ

　　　　　1

ロ
バ
の
積
荷

772
tt　lt　tl

　
ラ
ク
ダ
と
群
バ
と
の

積
立
に
つ
い
て
の
税
率

は
上
の
通
り
に
な
っ
て

い
る
。

　
こ
れ
は
次
の
よ
う
な
解
釈
が
で
き
る
。

　
3
デ
ナ
リ
ー
1
1
2
デ
ナ
リ
i
（
積
丹
税
）
十
三
デ
ナ
リ
…
（
ラ
ク
ダ
の
通
行

税
）　

2
デ
ナ
ジ
i
賑
ー
デ
ナ
リ
…
（
藤
祷
税
）
鉱
主
デ
ナ
リ
ー
（
ロ
バ
の
瀬
行
税
）

　
爲
デ
ナ
リ
i
碓
1
2
デ
ナ
リ
ー
（
縫
荷
税
）
＋
ー
デ
ナ
リ
ー
（
ラ
ク
ダ
の
通
行

税
）　

7
デ
ナ
リ
ー
1
1
6
デ
ナ
リ
i
（
曲
狼
筍
税
）
十
ー
デ
ナ
リ
…
（
ロ
バ
の
麺
行
税
）

す
な
わ
ち
税
率
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
が
、
序
文
の
趣
旨
に
そ
っ
て
簡
略
化
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
「
新
法
」
で
は
都
市
の
消
費
に
関
係
あ
る
商
晶
の
税
率
を
引
下
げ
る
傾

向
が
み
ら
れ
る
。
寸
法
で
は
小
麦
、
ブ
ド
ウ
酒
、
ワ
ラ
、
同
様
種
類
の
商
品

を
積
ん
だ
駄
獣
が
一
行
程
ご
と
に
ー
デ
ナ
リ
…
し
か
払
っ
て
い
な
い
と
す
れ
ば

（
5
3
）
、
前
述
の
理
由
に
よ
っ
て
そ
れ
は
醜
行
税
の
み
で
、
覆
荷
税
は
免
税
に
な

っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
鶏
法
で
は
食
鶏
の
麟
祷
に
つ
い

て
ー
デ
ナ
リ
ー
が
払
わ
れ
、
こ
の
関
税
の
上
に
通
行
税
が
加
え
ら
れ
た
の
で
あ

る
。　

ま
た
「
新
法
」
で
は
乾
燥
物
資
に
つ
い
て
、
輸
出
入
と
も
ラ
ク
ダ
の
積
荷
に

た
い
し
て
3
デ
ナ
リ
ー
が
課
せ
ら
れ
、
駄
獣
の
通
行
税
を
差
引
く
と
2
デ
ナ
リ

ー
と
な
る
が
、
旧
法
で
は
通
行
税
を
含
ま
ず
に
4
デ
ナ
リ
…
で
あ
り
、
「
旧
法
」

に
比
べ
て
「
薪
法
」
で
は
輸
出
入
税
が
半
減
し
て
い
る
。
鍔
様
に
緋
色
染
の
羊

毛
に
つ
い
て
、
新
法
で
は
8
ア
サ
ジ
i
、
旧
法
で
は
4
デ
ナ
リ
ー
で
あ
る
か
ら
、

「
新
法
」
で
は
1
言
に
引
下
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
「
旧
法
」
で
は
輪
出
、
輸
入
と
も
に
同
率
の
税
を
課
し
て
い
る
が
、

新
法
で
は
香
油
、
オ
リ
ー
ブ
油
に
た
い
す
る
宮
室
税
が
輪
入
税
の
半
分
に
な
っ

て
い
る
。

　
以
上
に
み
ら
れ
る
新
し
い
傾
向
は
何
を
物
語
る
の
で
あ
る
か
。
そ
れ
は
交
易

の
進
展
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
と
く
に
指
摘
し
た
い
の
は
土
着
産
業
の
発
達

と
そ
の
保
護
で
あ
る
。

　
土
着
魔
業
の
一
つ
は
緋
布
工
業
で
あ
り
、
新
法
で
は
緋
色
染
羊
毛
や
緋
布
の

半
豊
丸
を
以
前
よ
り
安
価
で
仕
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の

た
め
に
生
ず
る
関
税
収
入
の
減
少
は
、
税
率
引
下
げ
に
伴
う
取
引
蕩
の
増
加
に

よ
り
、
ま
た
都
市
営
業
税
の
設
定
に
よ
っ
て
補
償
さ
れ
、
結
局
土
驚
産
業
を
発

達
ぜ
し
め
た
う
え
、
都
衛
の
収
入
が
減
少
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
ま
た
香
油
製
造
業
に
つ
い
て
も
岡
緩
の
こ
と
が
い
え
る
．
土
着
産
業
と
し

i19 （9t19），



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

て
は
こ
の
ほ
か
皮
草
加
工
業
と
製
塩
業
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
第
二
は
、
塩
に
つ
い
て
で
あ
る
。
旧
法
で
は
塩
が
重
要
品
臼
と
し
て
取
扱
わ

　
　
　
　
⑯

れ
て
い
る
が
、
新
法
で
は
現
在
判
読
で
き
る
限
り
に
お
い
て
塩
に
つ
い
て
の
身

詰
が
全
く
な
い
。
し
か
し
製
塩
業
は
パ
ル
ミ
ラ
の
土
着
罷
業
で
あ
り
、
こ
の
頃

か
ら
と
く
に
パ
ル
ミ
ラ
の
五
濁
は
パ
ル
ミ
ラ
に
と
っ
て
も
、
ロ
…
マ
に
と
っ
て

も
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
塩
は
重
要
な
る

が
故
に
、
ロ
ー
マ
当
局
が
一
三
七
年
以
後
も
徴
税
権
を
保
持
し
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
る
。

　
第
三
は
、
関
税
法
に
挙
げ
ら
れ
た
品
目
の
他
に
パ
ル
ミ
ラ
を
通
過
し
た
物
資

と
し
て
は
、
絹
、
金
、
銀
、
象
牙
、
ガ
ラ
ス
製
晶
、
宝
石
、
神
殿
や
都
衛
の
建

設
用
石
材
・
木
材
、
武
器
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
が
、
関
税
法
の
晶
目
は
殆
ん
ど

が
食
糧
を
主
と
す
る
生
活
必
需
物
資
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
馨
修
品
は
、
お
そ
ら

く
網
糸
を
含
む
緋
色
染
の
羊
毛
と
香
油
以
外
に
み
と
め
ら
れ
な
い
こ
叱
で
あ
る
。

し
か
し
こ
れ
ら
食
糧
は
パ
ル
、
・
・
ラ
人
の
、
ま
た
パ
ル
ミ
ラ
を
通
過
す
る
隊
商
人

の
、
そ
し
て
隊
商
を
通
じ
て
オ
リ
エ
ン
ト
各
地
の
人
々
の
口
に
供
せ
ら
れ
る
も

の
で
あ
り
、
こ
の
関
税
は
パ
ル
ミ
ラ
に
と
っ
て
固
定
し
た
大
き
な
収
益
を
も
た

ら
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
関
税
法
の
品
臼
は
隊
商
都
市
と
し
て
の

存
立
上
、
最
も
基
礎
的
な
交
易
商
品
な
の
で
あ
り
、
こ
の
関
税
法
は
主
と
し
て

地
方
的
取
引
を
対
象
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
薯
修
損
の
交
易
と
は
食
糧

の
胴
切
よ
り
は
遙
か
に
遠
隔
の
地
と
の
交
易
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
に
世
界
的
意

義
を
も
ち
、
そ
の
通
過
が
隊
商
都
市
に
大
き
な
利
益
を
も
た
ら
す
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。
し
か
し
著
修
品
が
通
過
し
な
く
と
も
隊
商
都
市
は
存
立
し
得
る

が
、
生
活
必
需
品
が
通
過
し
な
く
て
は
そ
の
存
立
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
た
著

三
品
の
通
過
が
盛
ん
に
な
れ
ば
隊
商
人
の
往
来
も
増
し
、
そ
れ
だ
け
生
活
必
需

晶
の
需
要
が
大
き
く
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
当
然
。
ハ
ル

ミ
ラ
を
通
過
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
奢
移
品
が
、
緋
色
染
の
羊
毛
と
香
油
を

の
ぞ
い
て
、
何
故
に
関
税
法
の
な
か
に
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
パ
ル
ミ
ラ
で
は
単
に
西
か
ら
東
へ
、
東
か

ら
西
へ
と
通
過
す
る
奢
修
品
を
課
税
の
主
要
対
象
と
し
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え

ら
れ
る
。
緋
色
染
の
羊
毛
や
香
油
は
パ
ル
ミ
ラ
へ
の
輸
入
す
な
わ
ち
パ
ル
、
・
・
う

で
の
利
用
が
主
要
外
的
で
あ
る
こ
と
は
明
．
ら
か
で
あ
り
、
そ
の
う
え
営
業
税
な

ど
都
市
に
お
け
る
取
引
に
課
税
す
る
一
方
、
通
過
商
晶
に
は
免
税
を
か
な
り
み

と
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
ま
た
ロ
璃
マ
が
自
国
産
出
［
の
逆
修
品
の
愚
挙
を
拡

大
し
、
か
つ
は
東
方
の
奮
三
寸
を
で
き
る
だ
け
安
価
で
購
入
す
る
た
め
、
そ
の

関
税
徴
収
を
パ
ル
ミ
ラ
に
許
さ
な
か
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
が
、
現
在
い
ず

れ
と
も
決
し
難
い
。

　
第
四
は
、
新
法
の
初
に
み
ら
れ
る
荷
車
の
規
定
（
1
4
）
で
あ
る
。
元
来
オ
リ

エ
ン
ト
で
は
ロ
バ
が
ラ
ク
ダ
よ
り
潔
く
利
用
さ
れ
た
が
、
ラ
ク
ダ
の
便
利
さ
か

ら
そ
の
使
用
の
方
が
増
え
、
ラ
ク
ダ
と
ロ
バ
と
の
積
載
量
の
比
例
は
自
明
の
こ

と
と
な
っ
て
新
法
で
も
更
め
て
規
定
を
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
で
ラ
ク
ダ
の
四
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倍
に
根
標
す
る
荷
物
を
積
む
萩
車
の
利
用
に
は
巌
然
に
道
路
の
整
備
を
必
要
と

す
る
。
道
路
の
整
備
は
、
お
そ
ら
く
ロ
…
マ
人
が
主
と
し
て
軍
事
上
の
国
的
に

よ
っ
て
行
っ
た
に
ち
が
い
な
い
が
、
二
二
七
年
に
は
関
税
法
に
こ
の
規
定
を
加

え
ね
ば
な
ら
ぬ
ほ
ど
萩
車
の
利
川
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
従
前
に

比
べ
て
彪
大
な
物
資
の
輻
帳
が
し
の
ば
れ
る
。

　
第
五
は
、
関
税
法
制
定
に
あ
た
っ
て
の
パ
ル
ミ
ラ
元
老
院
の
倉
主
性
で
あ
る
。

序
交
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
少
く
と
も
表
面
的
に
は
何
ら
ロ
ー
マ
の
総
督
の

干
渉
を
う
け
て
い
な
い
。
都
市
中
心
の
税
率
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
や
、
当

時
ロ
ー
マ
の
関
税
は
従
価
税
で
あ
り
、
パ
ル
ミ
ラ
の
従
量
税
と
は
異
っ
て
い
る

こ
と
な
ど
を
考
え
合
せ
る
と
こ
の
審
実
は
疑
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
旧
法
は
一

切
が
ロ
ー
マ
の
総
督
に
よ
っ
て
取
決
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、
新
法
に
お
け
る

こ
の
よ
う
な
変
化
は
何
に
基
濡
し
て
い
る
か
。
そ
れ
は
最
も
直
接
酌
に
は
ハ
ド

リ
ァ
ヌ
ス
の
政
策
に
依
る
。
　
都
市
を
美
化
し
た
だ
け
で
麟
く
、
　
そ
れ
に
霞
治

権
、
少
く
と
も
都
市
行
政
に
つ
い
て
の
自
治
権
を
与
え
た
の
は
晋
山
ド
リ
ア
ヌ
，

ス
で
あ
る
。
た
だ
し
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
は
ナ
パ
タ
イ
に
も
臼
［
治
権
を
与
え
、
ペ
ト

ラ
は
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
の
資
格
を
も
つ
て
、
　
ハ
ド
リ
ア
ー
ネ
・
ペ
ト
ラ
、
嵩
§
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

自
由
ミ
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
で
も
分
る
よ
う
に
、
　
こ
れ
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス

の
一
般
政
策
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
。
パ
ル
ミ
ラ
元
老
院
は
賦
与
さ
れ
た
権

限
を
最
大
隈
に
活
用
し
、
ま
ず
都
市
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
関
税
法
改
訂
に
お

い
て
具
現
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
第
六
は
、
関
税
法
実
施
上
の
宿
主
性
で
あ
り
、
近
体
的
に
は
収
益
の
国
庫
納

入
と
収
税
入
に
た
い
す
る
監
督
権
掌
握
で
あ
る
。
旧
法
で
は
パ
ル
ミ
ラ
に
お
け

る
関
税
収
入
も
、
結
局
は
口
…
マ
の
総
督
の
手
中
に
帰
属
し
た
と
考
え
ら
れ
、

ま
た
収
税
人
は
総
督
配
下
に
あ
り
、
か
つ
多
く
は
ロ
ー
マ
人
で
あ
る
た
め
彼
等

の
專
断
に
た
い
し
て
、
商
人
の
立
場
は
極
め
て
弱
か
っ
た
。
重
税
人
を
相
手
ど

つ
て
パ
ル
ミ
ラ
駐
在
の
ロ
ー
マ
司
政
官
に
訴
訟
を
お
こ
す
こ
と
は
許
さ
れ
て
い

て
も
、
収
税
人
は
紛
争
の
対
象
と
な
っ
た
商
品
を
判
決
が
下
る
ま
で
差
押
え
る

こ
と
が
で
き
た
か
ら
、
そ
の
間
隊
商
は
動
け
ず
、
そ
の
た
め
の
出
費
は
嵩
っ
て
、

多
く
は
余
儀
な
く
収
税
人
の
専
断
に
属
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
新
法
で
は
パ

ル
ミ
ラ
執
政
官
や
十
大
官
ら
に
よ
っ
て
収
税
人
の
措
概
が
監
幌
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
か
か
る
組
題
は
解
消
し
た
。

　
第
七
は
、
パ
ル
ミ
ラ
に
お
け
る
酒
興
勢
力
の
始
頭
で
あ
る
。
関
税
法
の
自
主

酌
制
定
が
藏
接
的
に
は
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
の
一
般
政
策
に
も
と
つ
く
と
し
て
も
、

パ
ル
ミ
ラ
自
体
の
発
展
が
原
毒
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

パ
ル
ミ
ラ
の
発
展
と
は
隊
商
交
易
の
伸
長
で
あ
る
か
ら
、
隊
商
都
市
の
形
威
、

す
な
わ
ち
新
法
成
立
へ
の
過
程
に
お
い
て
、
従
来
権
力
を
も
つ
て
い
た
部
族
酋

長
に
代
っ
て
、
当
然
隊
商
指
導
者
、
経
鴬
春
あ
る
い
は
金
融
業
者
そ
の
他
の
商

人
勢
力
が
拾
頭
す
る
。
一
三
七
年
当
時
、
光
老
院
そ
の
他
政
治
上
の
権
力
酌
地

位
に
あ
る
考
は
有
力
な
商
人
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
血
縁
に
よ
る
欝
権
階
級
に
代
っ
て
、
財
産
に
よ
る
特
権
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階
級
が
撫
現
し
た
の
で
あ
る
。
彼
等
は
常
に
納
税
手
続
き
を
簡
素
化
し
、
取
引

上
の
紛
争
を
國
避
す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
た
か
ら
、
歌
治
上
の
権
力
を
与
え

ら
れ
る
や
先
ず
そ
れ
を
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
隊
商
都
市
と

し
て
ま
ぎ
れ
な
い
姿
で
あ
る
。

　
以
上
、
七
点
に
つ
い
て
バ
ル
ミ
ラ
闘
税
法
が
有
す
る
意
義
を
述
べ
た
が
、
こ

こ
に
重
大
な
問
題
が
の
こ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
パ
ル
ミ
ラ
と
、
こ
れ
を
は
さ

む
ロ
ー
マ
な
ら
び
に
パ
ル
テ
イ
ア
と
い
う
二
大
国
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
れ
が

明
確
に
な
っ
て
は
じ
め
て
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
の
真
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
パ
ル
ミ
ラ
は
紀
元
晶
崩
一
世
紀
、
セ
レ
ウ
コ
ス
朝
の
崩
壊
と
ロ
ー
マ

の
内
乱
と
に
起
工
す
る
混
乱
や
、
ま
た
パ
ル
テ
イ
ア
と
ロ
…
マ
と
の
抗
争
の
中

に
あ
っ
て
独
立
蒔
代
を
保
ち
、
パ
ビ
ヨ
ー
ア
の
ギ
リ
シ
ア
・
パ
ル
テ
イ
ア
文
化

の
影
響
を
強
く
う
け
た
。
そ
し
て
お
そ
ら
く
ロ
ー
即
、
皇
帝
テ
イ
ベ
リ
ウ
ス
時
代

（
一
躍
－
三
七
年
）
に
ロ
ー
マ
に
併
合
さ
れ
、
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
時
代
ま
で
そ
の

朝
貢
都
帯
。
ぞ
津
霧
冷
。
鳥
。
窮
と
し
て
ロ
ー
マ
の
シ
リ
ア
総
督
の
支
配
に
服
す

る
こ
と
と
な
っ
た
。
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
の
旧
法
な
ら
び
に
注
解
は
こ
の
特
代
の

も
の
で
あ
り
、
独
立
蒔
代
と
は
異
っ
て
、
美
術
と
く
に
バ
ア
ル
神
殿
を
は
じ
め

と
す
る
建
築
物
に
ア
ン
テ
イ
オ
キ
ア
の
ヘ
レ
一
　
ズ
ム
・
ロ
ー
マ
文
化
の
影
響
が

明
ら
か
に
看
取
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
吟
期
に
パ
ル
ミ
ラ
は
ペ
ト
ラ
と
相
対
抗

し
う
る
ほ
ど
の
隊
商
都
市
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
陣
代
に
入
っ

て
、
パ
ル
ミ
ラ
は
樹
治
権
を
耳
有
し
て
一
三
七
年
の
薪
法
を
制
定
す
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
ハ
ド
リ
ァ
ヌ
ス
の
一
般
政
策
に
も
と
つ
く
霞
由
都
市
9
く
諄
霧

｝
ぴ
費
ρ
急
さ
諭
（
）
〔
㌶
8
と
し
て
の
枠
を
趨
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。
自
由
都
市
は
原
則
と
し
て
治
外
法
権
化
さ
れ
、
総
督
の
千
渉
を
う
け
る

こ
と
な
く
法
律
の
制
定
が
許
さ
れ
た
が
、
ロ
ー
マ
帝
国
に
臣
従
す
る
こ
と
に
変

り
は
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
は
何
よ
り
も
瓶
法
標
題
（
1
、
1
5
）
と
ロ
ー
マ
貨

幣
に
よ
る
統
一
と
が
明
白
に
教
え
て
い
る
。
さ
す
れ
ば
こ
そ
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法

に
は
霞
主
性
と
と
も
に
、
壌
、
馨
修
贔
な
ど
に
つ
い
て
大
き
な
此
限
が
加
え
ら

れ
た
と
い
う
見
方
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
次
い
で
セ
ウ
エ
ル
ス
帝
（
一
九
三
一

一
二
一
年
）
の
下
に
。
ハ
ル
ミ
ラ
は
群
ー
マ
植
民
地
o
o
｝
o
影
基
質
ユ
ω
犀
卿
ぱ
a
と

な
る
が
、
　
ハ
ド
リ
ア
ヌ
ス
時
代
と
セ
ウ
謁
ル
ス
時
代
と
を
通
じ
て
、
　
「
ギ
リ
シ

ア
化
漏
は
一
層
進
展
す
る
。
し
か
し
三
世
紀
に
オ
デ
ナ
弘
ス
が
繊
現
し
て
ス
ト

ラ
テ
ゴ
ス
と
な
る
に
及
ん
で
、
パ
ル
ミ
ラ
は
再
び
紀
元
前
一
世
紀
時
代
の
よ
う

な
独
立
態
勢
の
兆
候
が
生
じ
、
ゼ
ノ
ビ
ア
は
遂
に
そ
の
完
成
を
企
図
し
て
短
期

間
な
が
ら
現
実
化
し
た
の
で
あ
る
。

　
一
体
、
一
一
世
紀
か
ら
三
世
紀
に
わ
た
る
パ
ル
ミ
ラ
の
急
速
な
発
展
は
、
そ
れ

が
ロ
ー
マ
の
属
領
と
な
っ
た
こ
と
に
一
つ
の
原
…
囚
が
み
と
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は

パ
ル
ミ
ラ
人
に
と
っ
て
自
ら
の
発
展
の
た
め
の
極
め
て
有
効
な
手
段
で
も
あ
っ

た
。

　
パ
ル
ミ
ラ
の
政
治
祉
会
機
構
の
細
部
に
つ
い
て
は
、
そ
の
急
速
な
発
展
に
応
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じ
て
常
に
変
動
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
二
・
三
世
紀
の
パ

ル
ミ
ラ
の
宮
綱
は
ロ
ー
マ
の
官
綱
の
摸
倣
で
あ
る
こ
と
は
ま
ぎ
れ
な
い
褻
実
で

あ
る
。
二
世
紀
の
「
元
老
院
と
人
民
し
と
は
ロ
ー
マ
の
共
和
統
治
形
態
で
あ
り
、

三
世
紀
の
「
ス
ト
ラ
テ
ゴ
ス
」
に
は
、
パ
ル
ミ
ラ
の
国
内
事
清
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
ロ
ー
マ
の
元
首
政
（
暦
主
政
）
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
で
に

二
世
紀
は
じ
め
に
は
、
ナ
パ
タ
イ
と
い
う
競
争
相
手
が
ロ
ー
マ
軍
・
に
よ
っ
て
抹

殺
さ
れ
、
地
中
海
甫
場
が
開
放
さ
れ
、
交
易
路
が
移
動
し
、
ア
ン
ト
ニ
ヌ
ス
帝

治
下
の
岬
ー
マ
の
購
買
力
が
増
加
す
る
な
ど
好
条
件
が
整
っ
て
い
た
が
、
加
え

て
ロ
ー
マ
と
パ
ル
テ
イ
ア
と
の
闇
に
比
較
的
平
和
時
代
が
続
い
て
交
易
を
促
進

し
、
と
く
に
絹
の
交
易
は
傘
・
と
と
も
に
活
綴
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
上
、
一

〇
五
年
の
ト
ラ
ヤ
ヌ
ス
、
一
六
四
年
の
ア
ウ
イ
デ
イ
ウ
ス
・
カ
ッ
シ
ウ
ス
、
一
八

九
年
の
セ
ブ
テ
イ
ミ
ウ
ス
・
セ
ウ
エ
ル
ス
の
パ
ル
テ
イ
ア
遠
征
に
際
し
て
、
パ

ル
ミ
ラ
は
ロ
ー
マ
補
助
軍
あ
る
い
は
パ
ル
、
ミ
ラ
軍
と
し
て
の
軍
隊
補
充
、
駄
獣

鋪
充
、
食
糧
補
給
、
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
河
畔
の
基
地
提
供
、
シ
リ
ア
砂
漠
の
諸
部

族
と
の
連
繋
、
軍
用
道
路
を
通
る
荷
車
の
利
用
な
ど
に
お
い
て
大
ぎ
な
貢
献
を

な
し
、
こ
れ
が
戦
時
に
も
パ
ル
ミ
ラ
に
非
常
な
利
益
を
も
た
ら
し
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。

　
か
く
し
て
パ
ル
ミ
ラ
市
民
は
そ
の
発
展
の
気
運
に
乗
じ
て
、
西
は
エ
ジ
プ
ト
．

の
コ
プ
ト
ス
に
足
を
伸
ば
し
、
ギ
ル
．
ド
を
つ
く
っ
て
商
館
を
建
て
る
こ
と
を
ロ

…
～
．
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
地
中
海
沿
岸
請
港
に
商
船
を
も
つ
て
多
角

的
企
業
を
行
い
、
ダ
キ
ァ
（
ル
ー
マ
ニ
ア
）
、
ガ
リ
ア
、
　
ヒ
ス
パ
ニ
ア
か
ら
ブ

リ
タ
ニ
ア
に
も
達
す
る
者
が
あ
っ
た
こ
と
を
数
多
く
の
碑
文
が
示
し
て
い
る
。

そ
し
て
ロ
ー
マ
布
民
権
を
獲
得
し
た
り
、
ロ
ー
マ
貴
族
に
証
せ
ら
れ
る
者
も
多

数
現
わ
れ
た
。
し
か
も
三
世
紀
半
ば
ま
で
「
ハ
ド
ジ
ア
ナ
・
パ
ル
ミ
ラ
」
の
名

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

で
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
に
二
・
三
世
紀
の
パ
ル
ミ
ラ
の
発
展
は
実
に
ハ
ド
リ
ア

ヌ
ス
の
恩
恵
に
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
恩
恵
の
最
大
な
る
も
の
が
、
一

三
七
年
制
定
の
関
税
法
で
あ
る
こ
と
は
言
を
挨
た
な
い
。

　
次
に
パ
ル
ミ
ラ
と
パ
ル
テ
イ
ア
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
現
在
パ
ル
テ
イ
ア

史
料
が
極
め
て
乏
し
い
た
め
に
、
こ
れ
ら
を
殆
ん
ど
明
確
に
で
き
な
い
。
し
か

し
、
確
か
に
パ
ル
ミ
ラ
は
ロ
ー
マ
の
東
方
政
策
の
影
響
で
著
し
く
ギ
リ
シ
ア
化

さ
れ
た
し
、
パ
ル
テ
イ
ア
と
の
通
商
関
係
や
パ
ル
テ
イ
ア
へ
の
隊
商
旅
行
は
不

安
定
で
も
あ
り
危
険
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
パ
ル
ミ
ラ
市
罠
は
東
方

に
も
勢
力
を
拡
げ
、
ペ
ト
ラ
よ
り
北
方
に
あ
る
と
い
う
地
理
的
優
位
に
よ
っ
て
、

二
世
紀
以
来
、
そ
れ
ま
で
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
で
テ
ィ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
両

河
の
上
流
に
向
っ
て
い
た
東
方
の
物
資
を
吸
収
し
、
パ
ル
テ
イ
ア
領
内
の
バ
ビ

ロ
ン
、
ヴ
オ
ロ
ゲ
シ
ア
、
フ
オ
ラ
ー
ト
、
カ
ラ
フ
な
ど
の
請
都
市
に
パ
ル
ミ
ラ

商
業
植
畏
地
を
建
設
し
、
そ
こ
に
パ
ル
ミ
ラ
神
の
神
殿
を
建
て
て
ギ
ル
ド
の
中

　
　
　
　
　
⑭

心
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
パ
ル
ミ
ラ
人
の
収
入
の
主
な
部
分
は
、
パ
ル
テ
イ
ア

と
の
通
簡
に
も
と
づ
い
て
お
り
、
ま
た
文
化
上
の
交
渉
も
密
接
で
あ
っ
た
こ
と

が
遺
物
に
よ
っ
て
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
政
．
野
上
で
も
バ
ル
テ
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イ
ァ
と
深
い
関
係
が
あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
か
く
し
て
二
ニ
ニ
世
紀
に
お
け
る
東
西
に
わ
た
る
交
易
を
嵩
じ
て
パ
ル
ミ
ラ

は
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、
パ
ル
テ
イ
ア
、
イ
ン
ド
、
中
国
の
諸
文
化
を
結
び
、

や
が
て
来
る
ビ
ザ
ン
テ
イ
ン
交
化
に
も
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

　
エ
ジ
プ
ト
の
コ
ブ
ト
ス
で
発
見
さ
れ
た
、
九
〇
年
付
の
ギ
リ
シ
ア
語
の
通
行

　
　
　
⑳

税
碑
文
や
、
ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
の
ザ
ラ
イ
で
発
見
さ
れ
た
二
〇
二
年
付
の
ラ
テ
ン

　
　
　
　
　
　
⑳

語
の
関
税
法
碑
文
は
、
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
と
類
似
の
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い

る
が
、
品
屋
、
税
率
と
も
少
く
、
パ
ル
ミ
ラ
関
税
法
が
示
す
規
模
の
大
き
さ
と

彙
要
性
と
に
遠
く
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。
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し
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独
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。
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ら
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パ
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ら
れ
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．
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。
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℃
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ら
れ
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。
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翌
と
ロ

　
ー
マ
の
シ
リ
ア
総
督
が
宗
｛
め
た
先
例
と
に
”
依
る
こ
と
を
注
解
部
分
に
お
い

　
て
示
し
た
こ
乏
に
な
る
。
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あ
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ず
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